
オスマン帝国の黒海穀物貿易独占とモルダヴィア・ワラキア (下 )
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〔Ⅲ〕パクス。オトマニカの解体とモルダヴィア・ワラキア

英仏両国はそれぞれの国内動乱を鎮静した17世紀後半から再び海外貿易の発展に努め,新大陸・

東インドをめぐる覇権抗争を展開する一方,東欧諸国は啓蒙専制主義のもと経済拠点への領土拡張

と海外貿易の振興を進めた。以上の動きは相互に連動しつつ展開し,最終的にオース トリア継承戦

争 (1740-48年 )・ 七年戦争 (1756-63年 )を経てイギリスは二大植民地を基礎とする第一次大英

帝国を建設する一方,プロイセンは新興の大陸強国としての地位を確立する。かかる世界史的条件

のもと,換露両国は自ずと領土拡張の方向をバルカン・黒海地域へと向けることになった。

まずロシア皇帝ピヨートル1世 (在位 :1682-1725年 )は即位後問もなく露土戦争 (1686-99年 )

を遂行し,1700年 コンスタンチノープル講和条約のもとアゾフ海を併合している。続くスウェーデ

ンとの北方戦争 (1700-21年 )と 1721年 ニスタット条約ではバルト海進出を実現したが,ただしこ

の間スウェーデン=ト ルコ同盟を破断するべくモルダヴィア公国君主デイミトリエ・カンテミール

Dimittie Cantemir(在位 :1710-11年 )と 同盟しつつ遂行された再度の露土戦争 (1710-13年 )に

は敗れ,1711年 プルート条約 。1713年 アドリアノープル条約において逆にアゾフ海を返還している。

またオース トリアは皇帝レオポルト1世 (在位 :1658-1705年 )治世の神聖戦争 (1683-99年 )と

1699年 カルロヴイツ条約によるハンガリー・トランシルヴァニア奪回に続き,カ ール6世 (在位 :

1711-40年)治世にはヴェネツイアと連合した再度の神聖戦争 (1714-18年 )と 1718年 パッサロヴイ

ツ条約によリセルビア北部・ワラキア西部 (オ ルト河以西 5州 =オ ルテニア)を併合した (図 1)。

続く1730年代のポ‐ランド継承戦争 (1733-35年 )ではフランスが仏土同盟を形成して嶼露両国を

挟撃したため東欧両国の対土戦争 (1736-39年 )が再発するが, しかし換露両国はこれに敗れ,オー

ストリアは1739年ベオグラード条約においてワラキア西部を返還し,ま たロシアは同年コンスタン

チノープル条約によリアゾフ海における中立義務を甘受している。かくしてヨーロッパ国際紛争と

連動して北欧・フランスが トルコを支援した当該段階においては東欧列強の進出になお一定の限界

が存在したと言える。(1)

なおオスマン帝国はこの間にサフアヴイー朝ペルシアと二次にわたる戦役 (1722-32,32-36,

42-46年)を展開しており,バルカン戦線と並び東部国境の防衛にも絶えず留意せねばならなかっ

た。また南方のエジプトでは帝国政府が任命するエジプト総督の後退と在地貴族マムルーク・ベイ

の伸張が明白となり,と りわけイブラヒム・カトフーダ (在任 :1743-54年 )は帝国からの脱却傾

向を強めている。かくしてアラブ地域においてもオスマン支配体制の動揺は顕者となった。鬱)

以下本節ではパクス・オトマニカの解体が進行する18世紀前半を対象に,オ スマン帝国のルーマ
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図 1:モルダヴィア・ワラキア (18世紀)

1718年 オース トリアに割譲・ W39年フラキアに返還

1775年 オース トリアに割譲
1812年 ロシアに割譲

〔典 拠 〕 V.GcottcSCu,少 蕨 ,p.95.

ニア統治における政治的・経済的特質とこれに伴うルーマニア農業の変化について検討しよう。

(1)フ ァナリオト制度とルーマニア国家

周知の如 く18世紀バルカン地域では徴税請負権・行政官職を掌握する地方名望家層アーヤーンの

興隆により,旧来の集権的なオスマン支配体制の弛緩が進行する。対してルーマニアでは東欧列強

の進出を阻止するべき防壁としてオスマン支配の再編 。強化が志向されており,1711年 D・ カンテ

ミールの反乱を契機に在地ボイエールを公国君主として任命する14世紀以来の自治制度は廃止され,

以後1820年代までオスマン臣民たるキリスト教徒ギリシア人 (「 ファナリオト」Phanariote)を公国

君主として指名・派遣する「ファナリオト制度」Phana� otismが導入された。この結果公国君主の

任免権は全国議会からスルタンヘと移行 し,君主の性格は公国利害を代弁する君主prince(ヴ オイ

ヴォダ vOivoda)か らオスマン統治を媒介する知事gOVemor(ホ スポダル hOspodar)へ と転換する

(17世紀「黄金時代」Golden Ageか ら18世紀「鉄の時代」IrOn Ageへの移行)。

ただし他のバルカン諸国が形式上は依然としてテイマール制によるオスマン政府の直轄支配を受

けたのに対し,ル ーマニアはファナリオト体制のもと問接統治を受けるにすぎず,国内政策の領域

においては全国議会の存続と広汎な自治を認められている。またファナリオト君主は必ずしもコン

スタンチノープル居住ギリシア人から登用されたわけではなく,む しろルーマニア現地での穀物買

付 ,宗教活動及び在地貴族との婚姻関係を通じて「帰化」rumanizedし たギリシア系ルーマニア人

から大半が輩出されたこと, したがって必ずしもオスマン支配の尖兵としてのみ機能したわけでは

なく,同時に近隣東欧諸国の啓家専制主義に触発された種々の先進的内政改革をも推進したこと,

が指摘されている。●)以下,かかる二面性に留意しつつファナリオト制度の政治的特質を考察しよ
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つ。

① 公国財政の危機と財政改革

フアナリオト君主の一連の国内政策において最大の課題は財政改革にあり,後述する他の内政改

革は全てこの財政政策の手段として実行されたにすぎないとさえ言われる。財政改革がかかる枢要

な位置を占めたことの背景には,一連の国際紛争に強く規定された深刻な財政危機が存在する。

第一はオスマン政府に対する貢納義務の強化である。貢納義務それ自体は既に14世紀以来存在す

るが,その負担は18世紀におけるフアナリオト制度の導入に伴い一段と強化されることになった。

まず年間貢納金については,貨幣価値の持続的下落による実質年額の減少を相殺するとともに,東

欧諸国との紛争による軍事経費の膨張を補填する必要から漸次引き上げられ,ワ ラキアの場合18世

紀を通じて130,000タ ーレルから230,000タ ーレルヘとほぼ倍増 している。また君主即位に伴い納入

される「国旗税」nag tax(banii steagului),及 び即位 3年 目に長期統治の慶賀として納入される

「ムカレル」mucarclに ついては,その最高価格を提示した者にフアナリオ ト君主の地位が付与さ

れる競売制度が採用されていた故に,や はり上昇傾向にあつた。かくして世紀初頭のワラキアでは

毎年400,000-500,000タ ーレルがオスマン本国に送金されたと言われるが,こ れは当該期公国財政

の年度予算500,000-600,000タ ーレルの80%に相当する。しかもファナリオ ト君主はその地位の落

札のために投下した自己資金,及びギリシア商人より借 り入れた資金を即位後の国内課税によつて

回収・返済するのが通例であった。かくしてルーマニア臣民はオスマン帝国向け貢納のみならずファ

ナリオト君主自身の財政需要をも充足し,過酷な租税を負担したのである。
“

)

第二はルーマニア国内人口の減少である。ルーマエア両国の農村住民は戦時における外国軍隊の

度重なる侵入と農地荒廃・略奪・殺親によって多大な損害を被ったのみならず,平時においてはフア

ナリオト君主により過重な租税負担を要求され,安定した生産活動を阻害されることとなった。こ

の結果,農村人日の多くは軍事作戦の舞台となる平原地帯から外国軍隊の侵入が困難な山岳地帯ヘ

と,さ らにはより良好な地位が期待される隣国

(露領ウクライナ・壊領 トランシルヴァニア・

土領ブルガリア)へ と大量に流出している。と

りわけ対嶼国境に接するワラキア西部のオルテ

エア5州では1714-18年神聖戦争期にオース ト

リア軍隊が侵入した平原 3州 (Doも ,Mehedi� ,

Roman� )を 中心に農村の遺棄が進み,1720年

代には村落総数が当初の 6割まで激減している

(表 1)。 かかる担税人口の急速な減少により公

国財政の基盤は大幅に縮小することになった。6)

以上の如き一方での財政支出の膨張と他方での財政基盤の縮小を背景として初代フアナリオト君

主ニコラエ・マヴロコルダー トNicolae Mavrocordat(モ ルダヴイア君主 :1709-10,11-15年 ・ワ

ラキア君主 :1715-16,19-30年 )は一連の財政改革に着手している。まずD・ カンテミールの反

乱平定のためモルダヴイア君主に着任した際には,単純に農民課税を強化するのではなく,む しろ

納税義務を緩和することで逃亡農民の帰郷を促進し,かかる国内人口の回復によつて担税基盤その

ものを拡大することが改革の方針とされた。この原則のもと農民にとつて重圧であった各種租税

(家畜税・ワイン醸造税・果樹園税)は廃止され,納税年額の査定制度と四半期毎の分割納入を特

表 1:オ ルテエアにおける村落総数

1716-18年
1722年

総数 うち廃村

Vilcea

Gori

Doli 145

Mchcdinti
刀
■

Romanati

計 977 201

〔典拠〕S.Columbeanu,CP・ p胞跡 η

",勉

めお ゐ
"'ガ

,79s

9rt/rJ′ ,θカル ,″ � I19 dた cル,Bucarest,1974,pp.34,44
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質とする独自の人頭税が導入される一方,ボイエールによる財務管理の不正行為は厳重に防止され

た。また1714-18年神聖戦争の戦局を打開するべ くワラキア君主に就任 した際には,早急な戦費調

達の手段として旧来免税特権を享受 してきたボイエールヘの課税を実施するとともに巨大私領の回

収と直轄地の拡大を強行 し,課税基盤を農民からボイエールヘと漸次転換 している。
“

)

また最大のフアナリオ ト君主とされるその息子コンスタンティン・マヴロコルダー トCOnsttntin

MavЮcordat(モ ルダヴィア君主 :1733-35,41-43,48-49,69年 ・ワラキア君主 :1731-33,35

-41,44-48,56-58,61-63年 )は ,1736-39年換土戦争に伴う軍事支出の膨張と担税農民の流

出によリワラキア財政の逼迫が進むなか,一連の財政改革を展開している。まず公国財政の種桔で

あった貢納負担の緩和をオスマン本国に要請する一方,国内では入植農民を優遇 して担税人口の育

成に努め,ま た1739年ベオグラー ド条約のもとオルテニアが返還されると,当地で20年にわたり実

施されてきたオース トリア政府の絶対主義政策を模倣 しつつ,村落有力者を介在 した徴税請負・連

帯納税制度から国庫官吏による直接徴税制度への移行を志向した。さらに1739-40年 にはワラキア

で,続 く1841年 にモルダヴィアで,所謂「大憲章」La grande charteを 発布し,税制改革を基軸と

する組織的な内政改革に着手している。とりわけ直接税の中核をなす地租については,父親ニコラ

エの施策を模範として全国的な人口・資産調査を実施しつつ,各戸の納税年額の確定によつて課税

原則を外形標準から応能主義へと転 表 2:ワ ラキアにおける農村世帯 1740-60年

換 し,かつ5-10戸編成の「10ude」

による連帯責任と年4回 の賦払制度

を採用して負担の緩和をはかった。

また特にワラキアでは1746年勅令を

発布して逃亡農民への課税を優遇し,

国内に定住 してから6年間の免税を

認めるとともに以降の税額も最大5

ターレルまでに制限している。0)

しかしながら以上の減免措置を梃子とする税収基盤の拡大にもかかわらずオスマン政府への貢納

義務とファナリオト君主自身の資金需要は充足され得ず,歴代君主はむしろ各種の新税を度々導入

することになった。なかでもミハイ・ラコヴイタ Mihai Racovita(モ ルダヴイア君主 :1703-05,

07-09,15-26年 ・ワラキア君主 :1730-31,41-44年 )は 1742-46年 の第三次 トルコ=ペルシア

戦争に伴い強化された貢納義務を履行するべく重税政策を復活し,特に直接税の低迷を補填する手

段としてあらゆる対象に問接税を導入した。また40年代後半にはグリゴレニ世ギーカ G�gore II

Ghica(モ ルダヴイア君主 :1726-33,35-41,47-48年 ・ワラキア君主 :1733-35,48-52年 )

が自身の公位獲得に伴う経費を回収するべく同様の政策を継承し,公国財政収入の90%を農村共同

体より調達したと言われる。ω)こ の結果1740年代を通じて一層の農民逃亡が発生し (表 2),ワ ラ

キアの場合,1739年 において147,000と 推計されている担税人口 (〓 世帯総数)は 1741-42年 には

116,000,1745年 には70,000,1753年 には40,000,へ と減少を続けた。①)

② 貴族制度改革とギリシア・ トルコニ重支配体制の成立

ファナリオト君主の農民保護を基調とする税制改革は,既存のボイエール階級が政治的には全国

議会を梃子に君主権力を統制し,経済的には巨大私領において排他的な農民支配を展開する限り,

十分な成果を生むことは困難であつた。実際N・ マヴロコルダートは,モルダヴィア財政再建の手

〔典拠〕S,Columbeanu,夢 ″,pp.39-43.
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段として中小農民の保護とボイエール階級の統制を試みながらも,同時に対土反乱の勃発を未然に

回避するべくボイエール階級と協調する必要に迫られたため,自 ずと農民保護政策は頓挫せざるを

得なかった。また神聖戦争の勃発に伴いワラキア君主に即位した際には,オスマン支配からの脱去,

を志向するボイエール階級が神聖同盟のワラキア侵入とオスマン軍隊の駆逐を支援したため,後任

のヨアン・マヴロコルダートIOan Mavrocordat(在 位 i1716-19年 )は戦局打開のため国内ボイエー

ルの協力を必至と認識し,その利害の保護を約束している。以上の如 く外来ファナリオト君主に抵

抗するボイエール階級は,オスマン帝国に対峙する東欧両国と共通の利害関係を有し,フ アナリオ

ト体制への率肘として機能したのである。(Ю )

かかる状況のもと財政再建の前提条件としてボイエール階級の社会的地位を抑制することが課題

とされ,C,マ ヴロコルダートは1739年ベオグラード条約による対換戦争の終結を契機に一連の行

政改革に着手している。まず軍隊機構に関しては既にフアナリオト制度の導入以来公国領上の安全

はオスマン軍隊によつて保障される原則となっていため,最終的に1739年 においてボイエールの従

軍義務に立脚する軍隊は解体された。(11)ま た続 く上記1740・ 41年大憲章のもと貴族制度改革が断

行され,以後貴族身分の資格・要件は土地所有ではなく官職保有に置かれるとともに,そ の格付も

所有土地面積の大小によつてではなく保有官職の階位に応じて規定されることになった。これに伴

い旧来の世襲土地貴族 hereditary■ obilityは 原則 として廃止され,新たな官職保有貴族 service

nobility・ noblesse de fonctionがボイエール階級の中核を構成することになる。(lDこ れに伴い地方

官制に関しては新規に直轄の有給地方長官 coalmissaires(ispravniks)が派遣され,ボイエールの

地方行政活動は制約されて中央集権の強化が志向された。(1働 なおボイエールの牙城であつた全国

議会はそれまで形式的ながらも維持してきた君主選出権を1730年 には放棄し,さ らに後述する1749

年の開催を最後に活動そのものを停止することになる。代わつて既存の公国評議会 Senttc/D� an

が最高の国政機関となるが,その権限は専ら司法領域にとどまり,ま た12名 の成員は終身の大司教

を除き公国君主の任命による故,実質的に君主の諮問機関にすぎなかったと言える。(1の かくしてルー

マニア内政におけるボイエールの政治的地位は大幅に後退することになった。

しかも上記の如き恒常的な財政危機に伴い,歴代君主は財源捻出の手段として官職売買に依存す

る傾向を強めた。なかでもマテイ・ギーカ Matti Chica(ワ ラキア君主 :1752-53年 ・モルダヴイ

ア君主 :1753-56年 )は オスマン向け貢納供出の維持と自身の公位買収に要した資金の回収のため,

着任後間もなく総計120の ボイエール身分を新たに創出・売却したと言われる。この結果,経済活

動により資産を蓄積した一般市民, とりわけ首都向け穀物貿易を独占する帰化ギリシア商人が高級

身分を買収し,フ ァナリオト君主の家産官僚へと転化する現象が発生した。かくして支配階級の編

成においても外来ギリンア人の台頭と土着ボイエールの後退が進み,国制の頂点におけるファナリ

オト君主の君臨と相倹つて,実質的なギリンア支配体缶Jが構築されたのである。(1働

(2)オ スマン帝国経済の再編とルTマニア海外貿易

対仏戦争を通じて二大植民地を獲得したイギリスは東方貿易の中継地点をなすレヴァント市場か

ら漸次撤退し,以後対欧貿易の基軸は対仏軍事同盟と1734年・66年英露通商条約を背景にむしろ対

露バル ト海貿易へと移行した。(10逆に対英戦争に敗退 して植民地市場を縮小したフランスは羊毛

製品輸出・原綿輸入の代替市場として東地中海域に注目し,一連の対換戦争に伴う仏土同盟と1740

年カピチュレーションを梃子にレヴァント貿易を掌握する。(W)か くして植民地戦争の結末とは対
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照的にレヴァント市場の主導権はイギリスからフランスヘと移行し,取引の性格は東方奢修品の中

継貿易から工業製品・農業産品の交換関係へと,ま たトルコ海外貿易の拠点はシリア・エジプト商

業都市からバルカン沿岸都市へとそれぞれ転換し,バルカン西岸地帯の世界市場編入が進行する。(181

他方オース トリアのバルカン進出とエジプトの離反傾向は,オ スマン帝国の二大穀倉地帯たるバ

ルカン・エジプト地域の本土向け穀物供給を度々遮断したのみならず,首都コンスタンチノープル

ヘの難民流入を加速して食糧需要を上昇させ,オ スマン政府は黒海冶岸を帝国の食糧供給地帯とし

て再編成する必要に追られた。かくしてルーマニア両国では今やスルタンに直轄されるファナリオ

ト君主を媒介に一層厳格な通商規制が実施されることになった。(191

① オスマン帝国の食糧供給政策と黒海・ルーマニア貿易

まずアフメット3世 (在位 :1703-30年 )は ,嶼露両国との戦争により領土危機に陥りながらも,

ロシアとの和平交渉では1700年 コンスタンチノープル条約以来「南方への窓」hc window to he

southの 開放を繰 り返 し求めるピョー トル1世 に対 して,黒海は露土国境にあらず「帝国領内」a

housc wihin he inteior of his realm,「 帝国の内海」an inland sea of thc Empireであるとの見解を

譲らず,露土貿易の発展には好意を示しつつも黒海貿易の開放については一貫して拒否している。

●の またオース トリアとの1718年パッサロヴイツ条約では穀倉地帯の一角をなすワラキア西部の割

譲とともにドナウ河の自由航行,及び小麦取引の自由を承認したものの,黒海の自由航行について

は依然禁止するとともに,穀物買付もオスマン政府の事前の承諾を条件とした。しかもオスマン政

府は翌1719年にフアナリオト君主にルーマニアのオース トリア向け灰汁輸出に関する情報提供を求

めつつその制限を志向し,ま たエジプト反乱が勃発して地中海経由の穀物供給が停滞した1729年 に

はルーマニア両国のオース トリア向け穀物輸出を禁上 している。91)オ スマン政府はかかる黒海貿

易独占を前提に旧来通り黒海・ドナウ1可沿岸地帯で生産される穀物の帝国領外向け輸出を制限し,

その買付及び首都向け輸送をギリシア商人を中核とする政府任命の特権商人のみに認可した。すな

わちまずアルメニア商人はペルシア=コ ンスタンチノープルの陸路通商に,ま たギリシア商人は西

欧=レ ヴァント・黒海の海路通商に,さ らにユダヤ商人はレヴァント会社と現地オスマン官僚との

仲介において,それぞれ活動している。。Dか くして黒海は依然として世界市場から隔離され,オ

スマン帝国の独占的食糧供給市場として機能し続けたのである。

続くマフムー ト1世 (在位 :1730-54年 )は ,フ ランスの支援により1739年ベオグラード条約の

もとワラキア西部を回復する一方,その代償として1740年 カピチュレーション協定ではフランス商

人にオスマン領内における自由通商を認めざるをえなかったが,た だし黒海・ドナウ河・両海峡は

依然その対象から除外されている。むしろ同帝は1742-46年 の第三次 トルコ=ペルシア戦争に伴い

ルーマエア両国への穀物貿易統制を強化し,1748年 にはフアナリオト君主に指示して両国に市場割

当制度を導入しつつ従来不定期であった穀物輸出義務をほぼ毎年化している。続く1750-51年 には

厳冬に伴う飢饉によリブルガリアが首都向け穀物輸出を武装蜂起によって拒否したが,そ の際オス

マン政府はポーランド小麦の輸入によって当座の食糧危機を回避する一方,以後ルーマニアは穀物

その他の特定産品についてはオスマン市場の需要が充足されない限リー切の海外輸出を禁止され,

ここにルーマニア穀物輸出におけるオスマン帝国の先買権が確立された。また旧来ルーマニア穀物

貿易にはトラブゾンのラズ部族 Lazes商人が参入していたが,その買付・輸送業務における不正行

為が発覚するに及びその貿易特権は剥奪され,以後コンスタンチノープルを拠点とするギリシア系

オスマン商人がルーマニアの対土穀物輸出を独占することになった。90
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表 3:オスマン帝国の穀物供給市場構成 1758年  (単位 iキ ラ)

主  体 供給地帯 港  湾 小  麦 大  麦

海運組合

ドナウ河流域

Kllyakili 150.000

Ismail 110,000 40,000

rOlca o Macin 62,500 12,500

Isakca 125,000 25,000

Braila・ Kalas 250,000

Hi�sova 62,500 12.500

Akkeman 250.000 100.000

小  計 1,110,000 490,000

黒海沿岸地域

Burgas 314,000 59,000

Varna 350,000 100,000

Balcik 300,000 100,000

Kivama 200.000 50,000

卜CanЯalve 3501000

Constantza 400.000 50.000

Karaharttaan 50.000

小  計 2,164,000 459.000

Karesi Mihalic

トラキ ア Γekfurdagi 1.800.000

小  計 6.423.000

独立商人 47,000

政府代理商

Tirhala Piatamona

Morea Anapoli

Selez Эrfani

Salonica Salonica

Yenisehifanari Golos

lvttrlvЯ Pireus 20.000

」ヽ    言十 580.000

総  計 7,050,000

〔典拠〕L,Gucer,HCrain Supply of lstanbul in the 18血 Centurメ
1,C ISSawi,影

ι βθο″ο脇
'C rri的

4/げ 触汁?′∂θO―

′9′イ,Chicago, 1980,pp.30-31

図 2:オスマン小麦価格の動向 15-19世 紀  (単位 :純銀グラム/キ ログラム)

1400 1450    1500    1550    1G∞     1650    1700    1750    1000    1850

〔典拠 〕L Beriov,HChanges in P� ce Conditions in TI・ade betwecn Turkey and Europe in the 16th―

CenturyH,β 脇】♂s bα′脇″η″奮,V01.3,1974,p171
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またオスマン3世 (在位 :1754-57年)治世には,1754年 のイブラヒム・カトフーダ死去に伴う

エジプト状勢の混乱により首都向け穀物の海上輸送が寸断されて穀価高騰が進み,1755-58年 には

コンスタンチノープルにおいて深刻な穀物不足が発生した。ここに安価穀物の安定供給が急務とな

り,1755年 にワラキアは単独で300,000キ ラの小麦・200,000キ ラの大麦をコンスタンチノープルに

搬送している。94)さ らに当該期よリルーマニア穀物貿易に関して以下三種の取引形態が整備され

たと言われる。第一は海逗組合に帰属する巨大商人であり,1755年 10月 の団体契約により56人の船

主が保有する120隻 の商船に対 して以下の特権が承認された。すなわち, まず当該団体の帰属商人

はブルガスBurgasか らオデッサに至るブルガリア・ルーマニア黒海西岸諸港からの穀物輸入と1隻

当たり700キ ラの穀物運搬を承認され,コ ンスタンチノープル以外のアナ トリア諸港への輸出を禁

止された。ただしかかる穀物取引は,穀物取引所長官・海運組合の承認を条件として上記120隻の

登録船舶以外にも容認する門戸開放open doorを 原則とした。したがって当該契約は決して上記56

船主の穀物取引独占を保護するものではなく,む しろ必要穀物の供給維持が目的であったと言える。

またその際の買付価格は中央政府派遣官僚の設定する公定価格で実施されるとされたが,こ の結果

穀物生産者は安価な政府買付を回避して高価なやみ市場を選好したため,1756年 には両者による取

引価格の協議が規定された。第二はかかる海運組合に帰属しない独立中小商人であり,上記団体契

約には加盟せず, トルコ政府による個別認可のもと黒海地域における穀物取引を展開した。ただし

穀物買付は上記特権商船による取引の終了後にのみ許可され,ま た市場価格による買収を基本とし

た。これら民間商人による供給総量は1758年で6,510,090キ ラに達する (表 3)。 第三は政府代理商

の取引であるが,そ の総量は全体の一割に相当する560,000キ ラにとどまり,民間商船の供給のみ

では首都の食糧需要を充足し得ない緊急時に限られた。鬱D

さらにムスタファ3世 (在位 :1757-74年 )治世には前帝時代からの食糧不足が依然続 く一方,

1758年 には黒海北岸のクリム汗国が自身の食糧危機からコンスタンチノープル向け穀物輸出に対し

て武力抵抗を行う事態も発生している。かかる状況において同帝は1759年勅令を発布してルメリア

全域の港湾都市にコンスタンチノープル向け穀物供給を義務付ける一方,1765年 勅令では特にルー

マニアの穀物供給義務を強化している。すなわち当該勅令によリガラツ (モ ルダヴィア)。 ブライ

ラ (ワ ラキア)両港は,旧来の戦時における無償穀物供出の義務に加えて,以後平時には春・秋の

2回 にわたって年間合計35,000キ ラ (10,752ト ン)の穀物を低廉な国定価格にて供給する義務を負う

ことになった。旧来の軍隊向け兵糧提供を目的とする戦時強制供出に対して,主に首都向け食糧供

給を目的とするこの新たな平時買付制度は「春秋供出J prOvision du p� ntemps et dc Lutomne。 「有

償供出」ravitalllenaent payё (moukttssc)と 称され,両者は厳格に区別されている。その搬送にはオ

スマン官吏が随伴 し,貨物の横領を防止するべ く指定港湾での搬出・搬入を監督 した。●0こ の結

果同帝治世においてオスマン小麦価格は一時安定することになる (図 2)。

以上の方策を通じてほぼ以下の如き食糧供給体制が整備されることになった。まず軍隊向け兵糧

(穀物・蜂蜜・油脂・乳製品)の買付についてはコンスタンチノープル穀物取引所 grand marche

(kapan)に帰属するギリシア商人組合の穀物商人 kapanlisに よつて,公定価格において実施された

(ミ ーリー制度 Mi� purchasing)。 この公定価格は18世紀初頭で1キ ラ当たり小麦20パ ラpa盟・大麦10

パラを上限とし,いずれも市場価格を大幅に下回つていた。また羊肉買付についてはコンスタンチ

ノープル精肉局長 le chef des bouchers(kasapbasi)の 派遣する羊肉商人bouchers(kasap)・ 牧人patres

(s所中)に よつて独占的に展開された。修の かくしてオスマン帝国はその首都コンスタンチノープ
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ルヘの食糧供給を維持するべ く,ま ずモルダヴイア・ワラキアを小麦の主要供給基地とし,ダブロ

ジア・ブルガリアを小麦・大麦・ライ麦の調達地帯として,かつ黒海北岸のクリミア半島及びバル

カン西部のマケ ドニア・ トラキアをドナウ平原の補完市場として,それぞれ位置付け,エジプ ト市

場を代替するべき域内食糧供給体制を構築したのである。なかでもルーマニア両国は「コンスタン

チノープルの養父」pOrc nouricier de Constantinople・ 「ヨンスタンチノープルにとつて不可欠の穀

倉」lcs grcnicrs indispensables de Constantinoplcと 称される極めて重要な地位を占めた。骸働 かかる

ギリシア特権商人を媒介としたオスマン帝国のルーマニア穀物市場統制は,フ ァナリオト君主を媒

介としたルーマニア間接統治体制に経済的に対応するものと言えよう。

② 東欧列強の官房主義政策とバルカン・黒海貿易

以上の如きルーマニアにおける高度なオスマン貿易独占の展開の一方で,当該期には東欧諸国の

バルカン・黒海方面への販路拡張が進められつつあったこともまた事実である。

まずオース トリアは対仏関係の悪化によリネーデルラント経由での販路獲得が困難となったため

市場拡大の方向は自ずとバルカン・トルコ方面へと転換することになった。この結果カール6世治

世には1718年パッサロヴィツ条約のもとワラキア西部を併合する一方,旧来のカピチユレーション

規定を再認して従価3%関税を維持し,ま たドナウ河自由航行権を獲得してバルカン市場進出の足

場が築かれた。さらに当該条約に前後して1717年 にはアドリア海航行を外国船舶に開放する一方 ,

1719年にはフイウメ・トリエステ両港を自由貿易都市に指定するとともに同年「オリエント貿易特

許会社」Kaiserlich p�vilcgihc orientalische Kompagnicを 設立してバルカン西岸地帯との貿易取引を

奨励している。なかでもワラキア西部は現地駐留のオース トリア軍隊向け食糧供給,嶼領 トランシ

ルヴァニアの繊維工業向け亜麻輸出,さ らにはオース トリア本国向け穀物輸出,を展開し,重要な

食糧 。原料供給市場として機能した。かくして当地はオース トリア治下の1718-39年 においてオス

マン帝国経済から脱去,し ,む しろハプスブルク帝国の農業植民地として編成されたのである。の9)

他方黒海進出に挫折したロシアは,む しろ北方戦争に伴い獲得した港湾都市ペテルブルクを拠点

に当面はバル ト海貿易を基軸として世界市場との接触を深めることとなった。特に女帝アンナ・イ

ヴァノヴナAnna lvanovna(在 位 :1730-40年 )治世の1734年には英露通商条約が締結され,活発

なイギリス向け穀物輸出が展開されている。しかしながらバルト海貿易の発展には重大な障害が存

在した。まずバルト海貿易と連動するロシア北部の農業地帯は石灰質の土壌と多数の湿地・湖沼に

より大規模な穀物生産に不適であるのみならず,生産地帯と港湾都市との間の輸送は多くの時間・

費用を伴い, しかもバルト海諸港は冬期に凍結した。対して黒海北岸のロシア南部は肥沃な黒土地

帯を擁するとともに黒海に注ぐ多数の大河を通じて輸送も簡便であり,かつ不凍港の建設が可能で

あったため,続 く女帝エリザベータ・ペ トローヴナElizavcta Pc伊ovna(在 位 :1741-62年 )治世に

は種々の黒海貿易計画が策定されることになった。.ま ず1745年 には商務省Ko4almerzぃ Kollcgiu14総

裁を務める皇子B・ F・ ジュスポフJusupovが覚書を作成し,ロ シア海外貿易において英蘭経由よ

りも黒海・海峡経由での地中海貿易が重大な意義をもつこと,今やベオグラード条約での対土戦争

終結に伴い黒海貿易発展の条件が整備されている以上,ロ シア・レヴァント貿易の現状を調査する

必要があること,を指摘している。これを受けて1756年にはロシア商人が「ロシア・コンスタンチ

ノープル貿易会社」Russian Cotmcrcial Company Trading in Constantinopleを 設立し, ドン河河日

テメルニクTem(�ikに おける対 トルコ・イタリア貿易の独占権を獲得した。その際作成された輸出

品目一覧には毛皮・各種船材 (帆布・亜麻),及びロシア国内産業にとつて重要な鉄鉱・鋳鉄カラJ
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表 4:オルテニアにおける村落・世帯状況 1722年  (カ ッコ内は%)

〔典拠〕S Columbeanu,ψ れ,pp 34,38,4生 H.H.Stahl,ゅ 滅,p・ ll・ 直轄地はオーストリア政府
のそれを指す。

表 5:ワ ラキアにおける巨大所領

領 主 所有村落 地帯構成

ボ
イ
エ
ー
ル

Bengescu 37.5 うちGoriに 34.5

Brailoiu うちvilcea・ co面 に28

Brancoveanu

Glogoveanu 者」ЧξMchedinti

Obedeanu うちDoliに 14

P∝nam うちDo"に 9.5,Mchedintiに 7

Socoteanu 9 うちDoliに 8

Strimbeanu 20.5 うちDoⅢ に9,Mehdiniに 8.5

Stirbei うちDoHに 5。 Vilceaに 5

Viasto うちVilcedに 11

ブ カ レス ト大司教 っち1lfovに 27・ Vlascaに 33

〔典拠〕S,Cdumbeanu,夢 れ,pp.27-28,30

図 3:ワ ラキア行政区画

教会所領 世俗所領 自由村落 直轄地 計

Vilcea
村落数 31(23) 25(19 76(56) 135(100)

世帯数 2,699(30) 1,716(19 4,190(47) 387(4) 8,992(100)

CO可
村落数 91(55) 164(100)

世帯数 515(10) 2,321(44 2,133(4ユ 253(5) 5,222(100)

Dou
村落数 16(15) 41(38) 44(41) 108r100う

世帯数 783(19) 1,331(31) 1,381(33) 731(17) 4,226(100)

Mehedinti
村落数 17(16) 46(45) 36(35) 103(100)

世帯数 592(21) 1.150(40) 763(26) 381(13) 2,886(

Romanati
村落数 15(19) 370(46) 13(16) 15(19)

世帯数 626(14) 1,748(40) 734(17) 1,274(29) 4.382r

計
村落数 90(15) 205(35) 260(44) 35(6)

世帯数 5.215(20Ⅲ 8.266(32Ⅲ 9,201(36) 3,026(12) 25,708(

伍 乾

▼
就枕

〔典 拠 〕I.Colfus,Lttθ″//Z″ ″ /4カrみ,9 atttヵ ″腕 純 ″就

'と

″ 蘊 9,″彦,Bucattst,1969,pp.48-49.
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表 6:ワ ラキアにおける穀物生産の動向 1738-41年        (単 位 :キ ラ)

IIfov Prahova Vilcea Romanati Gori Doli

修道院 Mihai― Voda Mislea Cozia Brancoven Tismana Settarce

年 度 1737

小 麦

トウモロコシ

キ  ビ

大 麦 7

燕 麦 2

計

〔典拠〕S,Columbeanu,″ 肱,pp 56-62.

表 7:ワラキア穀物生産における領主直営地・農民保有地の比重関係 1738-40年   (単位 :キ ラ)

修道院 年度 穀物 領主の地代収入 農民保有地
の生産総量

直営地生産の比重

直営地賦役 貸与地地代

Muscel Cimpulung

小 麦 7 7/ 120 = 1 / 17

トウモロヨン 1 / 10.4

小 麦 19/  35=1/ 18
トウモロコン ユ / 117

Vilcea

Hurez

刀ヽ 麦 72 /  940 = 1 / 13

トウモロヨン H2.5 1125 86 /1,125 〓 1 / 13

キ  ビ 97. 5 975 27/ 975=1/36

Bistrita
小 麦 1 / 32

トウモロコン 1/13

Romanati

BHncovenl 56 /1,360 = 1 / 24.3

Caluiu
小 麦

トウモロコシ /  9

Saint‐Georges
1, 200 50 /1,200 =

50 /  800 =

〔典拠〕S.Columbeanu,ψ 肱,pp 83-87.

表 8:領主所領収入内訳 1730-40年度平均       (単 位 :タ ーレル)

Bucarest Prahova Vilcea

修道院 Cotroceni Coltea Saint― Jean Margineni Cozla

1730‐ 35 1736-40 1732-35 1736‐ 39 1733‐35 1736-40 1730‐35 1736‐ 39 1736‐ 41

売
却
収
益

酒類 893.8 6345 2,1837 2,367.0

家畜 526.8 43.0

穀物

養蜂 172 242.3

製塩 202.5 1,300,0

各
種
使
用
量

放牧地 267.2

林野

湖沼 45,3

橋梁 62.8

圧搾機

地
代

店舗 5564

農地 2,251.0 1,704.0

徴税収入 1,3585 756.4 203.8

計 3,3991 3,002.8 3,5414 3,2977 1,272.4 4,350.8 3,457.9 7099

〔典拠〕S,Columbeanu,ψ 肱,pp 145‐ 147
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挙され, トルコ貿易への関心の高さを確認できる。かかるロシア商業資本の市場利害を背景としつ

つ,以後黒海北岸領土の獲得と黒海自由貿易の実現が歴代ロシア皇帝の外交課題となる。傷ω

(3)ル ーマニア農奴解放の展開

周知の如く18世紀以降バルカン各地では,政治的にはオスマン支配体制の弛緩に伴う地方名望家

層アーヤーンの台頭,経済的には対欧レヴァント貿易の発展に伴う輸出向け一次産品生産の発達 ,

以上を背景としてイスラム地主の農民支配と市場向け換金作物生産を基調とするチフトリック経営

が広汎に展開する。。1)対 して在地貴族ボイエールの土地所有を維持するルーマニアでは,一方で

のファナリオト君主の台頭と土着ボイエールの抑制,他方でのオスマン帝国経済の再編とルーマニ

ア穀物貿易の促進,以上を背景として農地制度の一定の再編を見ることになる。

① オスマン帝国経済の再編とルーマニア農奴制

研究史上18世紀前半ルーマニア人口に関する情報は極めて少なく,1722年 にオーストリア官僚D。

フイルモントViHnontが壊領オルテニア5)｀‖を対象に実施した人口調査 (所謂「フイルモント徴兵台

帳」conscrゃ tiOn vimontieme)が 貴重な統計史料となっている (表 4)。 それによればオルテニア

農村全体の2割弱が教会所領,4割弱がボイエール所領,残る4割 強は聖俗領主の支配を受けない自

由農村であり,世帯数も同様の分布を示している。その際,カ ルパチア山脈に沿う山岳2州 (Vilcea,

Go可 )で は農村全体の6割 を自由農村が占め,逆にドナウ河沿岸の平原3州 (Doli,Mehedintil

Romanati)で はボイエール所領の比重が顕者となっていることが留意される (図 3参照)。
●の また

表 5は 18世紀ルーマニアにおける著名な巨大ボイエールの所領状況を示しているが,世俗領主では

公国君主を輩出したブランコベアヌ家が最大の所領を支配していること, またブカレス ト大司教領

はムンテエア平原地帯を基盤とする104の村落を所有して聖俗を含むワラキア最大の領主となって

いること,いずれの巨大所領も平原諸州を基盤として展開していること,が確認できる。以上の如

き平原地帯における領主支配の優位と山岳地帯における自由農村の残存という地帯構造は当該期の

ルーマニア全般に該当する現象と推定されているが,こ れは第一に外国軍隊の侵入及びフアナリオ

ト君主の重税政策に伴い自由農民が平原地帯から山岳地帝へと移住したこと,第二にフアナリオト

君主を梃子としたオスマン向け穀物輸出の拡大に伴い領主階級は平原地帯における大規模にして集

約的な穀物生産を志向したこと,以上の事情を反映するものと思われる。僧D以下,かかる地帯構

造を暗まえつつ,平原・山岳それぞれにおける農業生産の特質について考察しよう。

まずモルダヴイア及びムンテニアの平原地帯に展開した巨大所領の経営状況を見れば,表 6の示

す如く領主の穀物収量において最大の作付穀物は小麦,こ れに次ぐのは18世紀にアメリカ大陸より

伝播 したトウモロコンmaizc,又 は在来のキビ milletと なっており,基本的に小麦の単作,乃至小

麦・トウモロコシの複作傾向が顕著となっている。領主はここから主に雑穀を領内自家消費分とし

て控除した後,小麦の大半はオスマン政府向け輸出分として提供しており, したがつて小麦生産ヘ

の特化傾向は何よりもオスマン帝国の食糧需要に対応するものだったと言える。なおオスマン向け

輸出を充足した後の余剰作物は内外の自由市場に売去,し えたが,1730年代後半には嶼土戦争に伴う

生産総量の下落とオスマン軍隊への兵糧供給のため可処分作物はほとんど存在しなかった。●り

以上の如き輸出向け穀物の生産形態に関して,かつてルーマニア・マルクス主義は領主直営地の

拡大と再版農奴制の形成を先験的に措定してきたが,第二次大戦後における特に修道院所領記録の

分析に基づく実証研究は,む しろかかる史像が幻想にすぎないことを示唆している。まず表 7に よ
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れば,領主が地代として獲得した穀物総量は大半が農民保有地から供出される現物地代をもって構

成されており,領主直営地での農民賦役に由来する作物の比重は小さい。同様に領内の穀物生産総

量に占める直営地生産の割合もまた5%程度にすぎないものとなっている。また18世紀前半におけ

る賦役義務の水準を見れば,確かに穀物生産需要の上昇に伴う年間日数の強化傾向こそ確認できる

ものの,それでもボイエールとの洸務契約で規定されるべき自由農民の賦役は1700-18年の年間3-

4日 程度から1718-39年 の3-9日 程度へと延長されるにとどまり,ま たボイエールの恣意に依存す

る農奴の賦役義務も18世紀初頭段階で平均6-12日 程度にすぎなかった。かかる軽微な年賦役の存

続は,直営地面積が絶対的に小規模であったことを意味している。かくして近世ルーマニアにおけ

る穀物生産の主軸は,決 して領主の高度な農民支配による直営地経営にではなく,あ くまで農民保

有地における小農民的生産にこそあつたのである。●の

しかも領主の所領経営に占める穀物生産の相対的位置を確認すれば,表 8の如 くいずれの修道院

領の場合も市場向け売却において酒類 (葡萄酒・ブランデー)が最大の収益源泉となっている。次

点の品目については所領ごとに偏差が認められ,Coziaで は穀物が第二の市場向け産品であるが,

Saint‐ Jcanでは穀物・家畜の地位がほぼ拮抗 し, さらに Cottoceniでは家畜,Coltea,Margineniで は

製塩が酒類に次ぐ数値を記録しており,商品作物としての穀物の地位は必ずしも高くはなかったこ

とが判明する。またいずれの所領でも養蜂による蜂蜜が重要な換金作物となっている。かかる穀物

取引の低位は,穀物が主にオスマン向け輸出商品として国定価格での取引を強制され, したがって

その収益には自ずと限界が存在したのに対し,他方の各種産品は専ら嶼領 トランシルヴアニア・ポー

ランド向けに市場価格で輸出され, したがってより巨額の収益が期待されたことによる。領主はか

かる特に酒類のもつ市場価値を意識し,穀物生産における現物地代への依存とは対照的に,葡萄生

産に関しては直営果樹園で一層高度な賦役を導入したと言われる。●0

以上の如 くオスマン通商規制に伴い領主の穀物生産が低迷するなか,ル ーマニア穀物貿易を独占

する特権ギリシア商人は,原則としてオスマン臣民の土地所有が禁止されていたにもかかわらず,

違法 。合法種々の手段によつて土地所有を実現 している。その第一は在地領主との小作契約

felmagcに よる土地保有である。もともとギリシア商人はルーマニア現地で買い付けた家畜を輸出

の時期まで飼育することを目的として,現地領主から一定の放牧地を冬営地として賃貸することを

認められていた。しかるにギリシア商人はこの借地契約を放牧地のみならず農耕地にも漸次適用し,

ルーマニア領主に地代を支払いつつ,現地農民の労働に立脚して首都向け穀物を生産する農場経営

を開始することになった。前掲表 8における地代収入の項目はまさにかかる小作制度に伴う収入を

示している。第二は農民への高利貸付に伴う土地占拠である。ギリシア商人の多くは首都向け作物

を安価な手付け金arhes(sel(� akccsi)で 収穫前に青田買いし,こ れをオスマン本国に高価で輸出

することによって巨額の利益を得ていた。しかし自然災害・国際紛争などの不測の事態により農民

が当初契約した総量の作物を供給し得なかった場合,ギ リシア商人は多額の賠償金を請求し, これ

が不可能な場合はその土地を差し押さえて商人自身がその事実上の所有者となる事態が発生してい

る。9つ かくしてルーマニアのオスマン向け食糧供給は,ギ リシア商人による特権商人としての穀

物買付とともに,その寄生地主としての穀物生産によつて,流通・生産の両面で二重に保証された

のである。

なおオース トリア治下オルテニアの平原地帯では,ハ プスブルク帝国向け一次産品生産の発達に

対応したボイエールによる農民支配の強化を確認できる。すなわちオーストリア政府は上記1722年
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の人口調査により自由村落の広汎な存続が半U明するなか,む しろ市場需要に対応する効率的な食糧・

原料生産を志向し,既に1721年には自由農民のうち特に大型家畜を保有する階層に対して年間18日

の役畜賦役を義務付け,続 く1722年 には全ての自由農民に対して毎週1日 (=年 間52日 )の賦役義

務を導入している。●働 かくしてオース トリア絶対主義下のオルテエアでは,フ ァナリオト体制下

のルーマニア本国におけるよりも一層高度な農奴制が形成されたのである。

また自由農村の残存する山岳地帯においては一般に小農民的経営が展開している。生産の基軸は

その地勢特性から牧畜・酪農にあるが,フ ァナリオト君主への貨幣形態による納税義務を充足する

べくその余剰産品の市場向け売却が発達し, とりわけカルパチア山系を媒介として各種産品が東欧

向けに輸出された。また穀物生産に関しては一般に外来品種の トウモロコシが主力作物となってい

るが,こ れはトウモロコンがオスマン本国では家畜飼料とされて食用穀物とされなかった故に輸出

規制の対象とはならず,かつその生産効率・栄養価はキビよりも高かつた故にルーマニア農民の主

要食物として普及し,重要な国内市場向け産品として成長したことによる。かくしてオスマン本国

(及びオース トリア本国)向けの組織的な穀物生産が展開された平原地帯とは対照的に,山岳地帯

では東欧市場及び域内市場と連関した農民経営を基盤とする小商品経済が発達したのである。●ω

② 公国財政の危機とルーマニア農奴解放

担税基盤の拡充を目的とするファナリオト君主の農民保護は,前述の財政・行政改革にとどまら

ず農地政策の領域にも及び,1740年代には一連の農奴解放が展開されている。

まずC・ マヴロコルダー トはワラキア君主として1739年ベオグラード条約のもとオルテニアの回

復と東西ワラキアの統一を実現した際,過去20年のオース トリア支配に伴い生じたオルト河を境界

とする土地負担の東西格差を解消するべく,1740-41年において賦役総量をまず年間24日 に,最終

的にはその半分の12日 に統一かつ縮小した。またモルダヴィア君主として1741-42年 には特に教会

所領において同じく年間12日 の賦役規定を導入している。これは年間10日 程度の賦役が通例であつ

たムンテニア・モルダヴィア農民にとってこそ土地負担の漸増に相当するが,他方年間賦役が50日

を超えたオルテエア農民にとっては大幅な負担軽減を意味した。●ω

しかしながら続くM・ ラコヴイタ治世の重税賦課により農民逃亡が加速したため,オスマン政府

は再度 C。 マヴロコルダー トをファナリオト君主に任命し,1740年代後半において農奴解放が断行

された。
“

1)ま ず1746年 にはワラキアで農奴解放令が発布され,農奴の人格的従属については無償

解放を規定しつつ,その土地負担についてはボイエールの既得権を考慮して有償解放方式を採用し,

国庫によるその支援を確認した。これによつて領主直営地をボイエール所領面積の三分の一に制限

して残りの三分の二を農民保有地とする一方,農民に一定金額 (10ア クチェ)の支払による自由身

分の買戻を認可し,か くしてボイエールの農民支配を制限している。続く1749年 にはモルダヴイア

において同様の勅令を発布した。その際に召集された全国議会において土着ボイエールは農奴解放

に強く抵抗 したが,他方ブカレス ト大司教ネオフィトNёophiteを 筆頭にギリシア正教会はむしろ

君主の発案を支持している。その理由は領主の過酷な農奴支配がキリス ト教の博愛精神に矛盾する

との人道的見地によるが,現実にはギリシア系新興ボイエールとともにギリシア正教会がファナリ

オト体制の支持基盤の一翼を構成していたこと,ま たルーマニア領外の本山に対して送金義務を負

う寄進教会にとって,オ スマン政府への貢納義務を負う公国君主と同様,ボイエールの農民搾取を

輩制して担税基盤を維持することが死活問題であったこと,に 由来すると言える。eD

かくしてルーマニアは当時の東欧諸国の中でもいち早く農民解放を遂行し,C・ マヴロコルダー



鳥取大学教育地域科学部紀要 地域研究 第5巻 第1号 (2003)

卜は「農民解放のパイオエア」a pioneer Of peasant live守,その農奴解放令はルーマニア「農奴制

の死亡診断書」Tactt de docSs du servageと 称されている。しかしこの事業は,前記の行政改革と同

様,ボイエール階級が中核をなす公国君主=ボイエール=農奴関係の解体,すなわち君主が体制の

基盤として農民を直接掌握するファナリオト君主=農民関係の構築,を当面の課題とし, したがっ

てオスマン向け貢納義務に伴い逼迫した公国財政の再建を究極の目的としていたのであって,結局

のところオスマン帝国のルーマニア支配を補強するものであったことが留意されよう。
“

働

しかも以上の農民保護政策には限界も存在した。すなわちボイエールは農民解放への補償として

自己の所領に付着した特殊な農民範疇である家内隷農「scutehici」 及びジプシー奴隷を旧来通り維

持することが認められた。他方ギリシア正教会・領内居留外国人は独 自の家内奴隷「posluiiniCi」

を支配したほか,異民族奴隷「sluii」
。「brcsiasi」 も存在しており, これら各種隷民人口は両国全

体で30,000人以上に達 している。e4)か くして,上記のフアナリオト君主=中産農民関係の形成に

よって旧来のボイエール=農奴関係が動揺するなか,こ れに代わるものとして新たにボイエール=

下層農民関係が形成されつつあつたと言えよう。

〔V〕 ロシア南下政策とモルダヴィア・ワラキア

18世紀前半段階にはなお均衡状態にあつたバルカン・黒海地域をめぐる東欧列強・オスマン帝国

の勢力関係は,世紀後半において前者の明確な優位によるオスマン領上の分割へと帰結する。

まずロシア皇帝エカチェリーナ2世 (在位 :1762-96年 )は 1768-74年 の露土戦争と1774年キユ

チュク・カイナルジ条約のもと,ク リム汗国の独立,黒海北岸 (ブグ=ドニエス トル1可 間)の併合,

オスマン領内ギリシア正教徒保護権の獲得,以上を実現した。
“
の対 してオスマン政府はクリミア

出兵をもって抵抗するが敗れ,続 く1779年アイナリ・カヴァク条約 Ainali Kavakに おいてクリム

汗国の独立が再度確認されている。●ω またオーストリア皇帝ヨーゼフ2世 (在位 :1765-90年 )は

1772年 の第一回ポーランド分割で獲得したガリツイアを既存の嶼領 トランシルヴァニアと連結する

べく,露土戦争における中立維持の代償として1774年 にモルダヴイア北部ブコヴイナ Bucovinaを

併合した (前掲図 1)。 ●Dさ らに嶼露両国は1781年 秘密条約を締結し,ロ シアによるモルダヴィア・

ワラキア両国の統合とロシア皇子を元首とする「ダキア帝国」Daciaの建設 (=「 ビザンツ帝国の

復興」),及びオース トリアによるセルビア・ボスニア・ヘルツェゴビナ支配,以上の如き両国によ

るバルカン半島の東西分割 (所謂「ギリシア計画」Grcck Schcme)を 策定している。これを後盾

としてロシアは1783年にクリミア半島及びコーカサス北部を占領し,翌 1784年の新たなアイナリ・

カヴァク条約でその領有を承認された。
“

働

以上の如き東欧両国によるトルコ領上分割の成功は当該期に固有な国際関係にも強く依存してい

る。まずプロイセン国王フリードリヒ2世 (在位 :1740-86年 )はポーランド分割におけるポンメ

ルン獲得の代償として両国の南方進出を支持し,ま たイギリスは18世紀前半対仏戦争における英露

友好関係の構築,1766年 通商条約に伴う英露バルト海貿易の発展,及びロシア南下政策に伴う英露

黒海貿易への期待,以上を背景に好意的中立を維持した。とりわけ1768-74年露土戦争に際してC・

」・フオツクス Foxは バル ト艦隊のドーバー海峡通行やジブラルタル海峡寄港を承認するなど種々

の便宜を図つている。他方オスマン帝国の伝統的友好国たるフランスは,当初は軍事使節を派遣し

てその領土防衛を支援したものの, しかしイギリス包囲の手段としてむしろ七年戦争以来の仏換同
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盟や新たな仏露友好を重視 した結果,1786年 には軍事顧問団を撤収している。徽ω かくして今やい

ずれの列強も基本的に換露両国の トルコ領土進出を容認する立場を示したのである。

他方,北方における東欧諸国の進出は,南方におけるエジプトの離反傾向をも一層促進すること

になった。すなわちエジプト太守アリー・ベイ (在任 :1768-73年 )はその就任直後における露土

戦争の勃発を機会に1769年 に独立を宣言し,続 く1771年 にはオスマン帝国のアラブ支配の拠点をな

すシリア地方に侵攻している。その後1775年のメフメト・ベイ死去による無政府時代の開始とエジ

プト支配をめぐるムラト・ベイ=イ ブラヒム・ベイ相互の内紛に伴い組織的独立運動はむしろ停滞

するものの,いずれにせよエジプトの離反傾向は決定的となった。6の

以下本節ではロシア南下政策の攻勢を見る18世紀後半を対象に,オスマン帝国のルーマニア支配

体制の政治的 。経済的動揺とこれに伴うルーマニア農業の再編について検討しよう。

(1)ロ シア南下政策とルーマニア国家

アーヤーン層の興隆により離反傾向が進むバルカン地域とは文す照的に,フ アナリオト制度の導入

により高度な集権体制が構築されたルーマニア両国は,一連の露土戦争に伴い度々ロシア軍隊の占

領政策を甘受する一方,オスマン政府への従属を緩和されて次第に親露傾向を強め,当該期を通じ

てオスマン帝国の対露防壁からむしろロシア南下政策の前線基地へと転換することになる。

① 南下政策とロシア・ トルコニ重支配体制の成立

ロシアはまず1768年 の露土戦争勃発に際してルーマ■アのキリス ト教徒をオスマン支配から解放

する宣言を発し,1769年 以後6年 間にわたつて両国を占領した。1774年キュチュク・カイナルジ条

約においてロシアはルーマニア両国を返還したが,当該条約第16条ではその交換条件として,ルー

マニア両国の貢納義務を2年 間免除し,それ以降は貢納年額を定額化すること, コンスタンチノー

プルにルーマニア両国の領事を設置し,駐土ロシア大使がこれを保護すること,以上が確認されて

いる。
“

1)こ の結果公国君主の選出にはロシア政府の意向が強く反映されることになり,実際1774

年にはモルダヴィア君主に親露派のグリゴレ三世ギーカ Grigore IΠ Ghica(モルダヴィア君主 :

1764-67,74-77年・ワラキア君主 :1768-69年 )が,ま たワラキア君主にアレクサンドル・イプ

シランティAlexandm IPsilani(モ ルダヴィア君主 :1785-86年 ・ワラキア君主 :1774-82,96-97

年)が,それぞれ任命されている。
“

め また新帝アブデュル・ハミド1世 (在位 :1774-89年 )はロ

シア政府の圧力のもと1774年ハッテイ・シェリフを発布し,こ れによリルーマニア穀物供給義務の

改善を約束するとともに,特権ギリシア商人を例外としてオスマン臣民のルーマニア入国を厳しく

規制した。63)

続く1778-79年の紛争に際してオスマン軍隊は上記条約の規定に反しルーマニア両国において多

数の略奪・殺象行為を展開したため,ロ シア政府は1779年 アイナリ・カヴァク条約のもと,規定金

額を超過する貢納賦課を禁止し,貢納金の支払は以後隔年毎に実施すること,ルーマニア両国にロ

シア領事を設置すること,以上を要求している。これを受けて1782年 よリブカレスト (1792年 より

ヤッシユ)に ロシア領事が駐在し,こ れを媒介とするロシアのルーマニア内政干渉が可能となった。

なお続く1783年 にはオース トリアが,ま た1785年 にはプロイセンが,)贋次ルーマニア領事の設置を

承認されており,当該地域における東欧諸国勢力の伸張と排他的オスマン支配の崩壊は決定的となっ

た。
“

4)

さらに1783年 クリミア半島をめぐる露土戦争の終結に際し,駐土ロシア大使A,S・ スタキエフ
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Sttkiev/Y・ I・ ブルガヨフBulgakovは ヴアチカン公使 H・ ラトキール Rathkealと ともにトルコ

政府の過重なルーマニア支配を非難し,その早急な改革を要求している。対してトルコ政府はルー

マニア両国における親露傾向の発生を警戒しつつ1784年勅令を発布してルーマニア統治の改善を約

束し,貢納年額を緩和するとともに返ネし金制度を廃止すること,ルーマニア両国の穀物供給義務を

緩和すること,フ アナリオト君主の頻繁な交代を自粛すること,以上を確認している。65)ま たこ

れに前後する1783年 ・85年勅令ではオスマン官僚のルーマニア入国が再び制限されている。60

以上の過程を経てロシア政府はフアナリオト君主の人事を左右するとともにルーマニアの対土貢

納・穀物供出義務を抑制し,オスマン帝国のルーマニア支配体制は大幅に制約された。かくしてルー

マニアにおけるロシア・ トルコ両国の二重「保護」prOtectoratc体 制が成立したのである。

② 啓蒙思想とボイエール階級

ロシア政府は対土外交を通じて形成したルーマニア支配を維持するべ く,ギリンア商人出身の新

興ボイエール及びギリシア正教など国内有力勢力との友好関係を重視 し,ロ シア支配体制に対する

支持基盤の構築に努めている。その有効な手段とされたのが売官制度による親露貴族の創出であつ

た。しかし歴代ファナリオト君主は露土戦争前夜の1760年代においてむしろ官職売買の蔓延を規制

する法令を発布しており,ワ ラキア君主シュテファン・ラコヴイタ Stefan Racovita(在 位 :1764-

65年)が1764年に外国人の貴族身分取得を制限する一方,モ ルダヴィア君主グリゴレ三世ギーカは

1766年に一般市民の貴族身分買収を禁止している。対して1768-74年露土戦争の終結に伴いロシア

政府の圧力のもと発布された1774年 ハッテイ・シェリフではギリシア系外来ボイエールに文↓して貴

族身分の権利を付与することが承認され,こ れを受けて親露派のワラキア君主A・ イプシランテイ

は貴族制度改革を実施し,高級官職を19か ら30へ と拡大するとともに,貴族身分の編成を従来の三

階級から五階級構成へと拡充した。なおA・ イプシランティはエカチェリーナ2世 の啓家専制主義

に触発されつつ,「神により統治を委託された君主の義務は人民の幸福をおいてほかにない」と主唱

し,1780年 には旧来のビザンツ法から脱却した最初のファナリオト法典と言われる「Pravihiceasca

Condica」 を編纂したことで知られる。6つ ただしその真意は,ロ シアを後盾とするファナリオ ト体

制を維持するべく中産農民を保護して土着ボイエールを牽制することにあつたと思われ, したがっ

て新興貴族を創出して土着ボイエールを圧迫する貴族制度改革と同一の効果を持ったと言えよう。

続くニコラエ・マヴロコルダートNicolac MavЮ cordat(在 位 :1786-90年)は有産市民への大規

模な貴族身分売却を行い,1786-87年度には総計266,500ピ アス トルの国庫収入を確保するととも

に大量の新興貴族を創出した。この結果富裕ギリシア商人の貴族身分獲得が再び進行し,こ れら外

来ボイエールがロシア支配体市1の基盤として機能することになる。6働

かかる状況のもと,土着ボイエールのうち特に上層の階級は自らギリシア言語・思想・服飾習慣

を摂取して「ギリシア化」Hellenizationし ,ルーマニアに帰化したギリシア人ボイエールとともに

高級官職を独占し,フ アナリオト体制の支配階級として成長している。しかし他方で主に中小ボイ

エールに帰属する土着の知識階級は,ギ リシア貴族の台頭により社会的地位を後退させる一方,ギ

リシア人を媒介として摂取した啓蒙思想に触発され,独自の改革構想の作成や外国政府への請願と

いった文筆・思想活動に新たな活動の舞台を見出している。1769-1830年における計画書・請願書

の総数は判明しているものだけでも合計208を 数え,そ の内容はほぼ以下の通りである。
“

9)

まず請願全体の大半を占めるのはルーマニア両国の外交政策に関してであるが, とりわけ露土戦

争におけるロシアの勝利とトルコの敗退を背景として,旧来のフアナリオト制度の解消とルーマニ
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ア国家の独立を求める運動が発生している。なかでもM・ カンタクズィノ cantacuzinoは エカチェ

リーナ2世 に対 して,ルーマニア両国がロシア南下政策を援助した代償として,ロ シアがルーマニ

ア独立を支援するよう度々主張している。他方その従兄 E・ バカレスク Bacarescuは , ロシアが

1774年キュチュク・カイナルジ条約においてカンタクズィノの要求するルーマニア独立を拒否した

のみならず,む しろ自身の南下政策の足場としてルーマニア支配を画策していることを察知しつつ
,

かえってオスマン宗主権下における自治制度の回復を提唱している。
“

0次に高い比重を占めるの

はルーマニア両国の内政改革に関する陳情である。その多くはルーマニア国制としてヨーロッパ型

の君主政体を理想とする点で一致するが,その際旧来の実績を評価 しつつファナリオト君主の啓蒙

専制主義 enlightened despotismを 温存するものに加え,む しろフアナリオト君主の権力をボイエー

ル代表議会によつて抑制する身分制国家の構想も散見される。特にモルダヴイアの有カボイエール

はロシア占領下の1769-70年 においてフアナリオト君主の廃位とボイエール共和国の建設を求める

請願をエカチェリーナ2世に送付しており,続 く1782年 には「在地ボイエール連合」UniOn of the

native boyalsと 称するボイエール国家 boyar statcの 構想を策定している。
“

1)対 して社会改革に関

する請願は極めて少なく,農民問題を扱うものが5編 ,市民階級を対象とするものが3編 ,それぞれ

数えられるにとどまる。そのなかには重農主義の理論に依拠した農民保護の主張も確認できるが,

多くのボイエールはむしろ農民支配の強化を志向している。
“

の かくしてボイエールの改革構想は

対外的・政治的にはロシアとの紐帯の形成とオスマン勢力の排除を志向しつつも,国内的・経済的

には農民支配の強化を志向し,あ くまでボイエール体制の再建を意図していたと言えよう。

(2)ロ シア南下政策とルーマニア海外貿易

18世紀前半のフランス重商主義に伴うバルカン西岸地帯の世界市場編入にもかかわらず,高度な

黒海貿易独占によるルーマニア貿易統制のもと強固に維持されてきたオスマン帝国経済は,ロ シア

南下政策に伴う黒海貿易の開放により漸く解体へと向かう。換言すればここにオスマン帝国は旧来

の自律的「世界帝国」としての地位を喪失し,以後世界経済の周辺地帯への「組込」が進行する。
(63)

① ロシア南下政策と黒海貿易の始動

ロシアはバルト海貿易を補完するべき南部農業地帯の穀物輸出販路として黒海・両海峡経由の地

中海進出を切望しており,エカチェリーナ2世の一連の対土戦争を通じて黒海貿易への参入を漸 く

実現した。まず1774年キュチュク・カイナルジ条約の第11条 によリロシア商船は黒海・ ドナウ河・

ボスフオラス海峡 (黒海=マ ルマラ海)の自由航行を承認され,ま た1779年 アイヴアリ・カヴアク

条約の第6条 では対象船舶の基準に関する規定が補完され, さらにクリミア半島併合に伴い締結さ

れた1783年 露土通商条約ではダーダネルス海峡 (マ ルマラ海=地中海)航行を承認されるとともに,

3%関税を除く追加課税の免除を承認された。かくしてロシアは西欧諸国に先駆けて両海峡自由航

行権を獲得し,黒海経由での世界市場進出を実現したのみならず,同時に西欧諸国に優越する関税

制度をも適用され, トルコ海外貿易における優位をも確立したのである。
“

。以後1778年 には ドニ

エプル河口に港湾都市ケルソンKhcrsonが ,続 く1794年 にはブグ=ドニエス トル河間の黒海沿岸

にオデッサ odessaが建設され,黒海貿易に精通するギリシア商人の入植が奨励されるとともに,

ウクライナから黒海北岸に至る平原地帯では現地に駐在する武官・官僚の大土地所有が認可され,

輸出向け生産を目的とした穀物生産が展開されることになる。
“

D



鳥取大学教育地域科学部紀要 地域研究 第5巻 第1号 (2003)

他方オーストリアは国内産業の育成政策と平行 しつつ,その製品販売・原料供給市場としてドナ

ウ河乃至アドリア海経由でのバルカン進出を重視し,既にマリア・テレジア時代の1759年 には「レ

ヴァント・テメスヴアル商事会社」Levante‐ ulld Temesvarer Httdelskompagnieが, またヨーゼフ2

世治世の1775年 にはトリエステ拠点の「オーストリア東インド商事会社」Osterreichisch― ostindische

Handelskompagnieが,それぞれ設立されている。とりわけ1770年代後半にはロシアの黒海貿易開

放と自身のブコヴイナ併合を契機にドナウ河・黒海経由の進出が志向され,1776年 にはR・ シュター

エンベルグ伯爵 Starhembergと ギリシア商人E・ リッツォRIzosと の間でマケ ドエア産タバコのロ

ンバルデイア向け輸出,及びマケドエア 'テ ッサリア産原綿・生糸のオース トリア向け輸出に関す

る提携関係が構築された。続 く1777年 にはオーストリア政府の支援のもとフォン・フリース男爵

von F�es/D・ ツェパロヴイツチ Zepharovich/N・ パツアッツイ Patsatsiら が「フリース・オリ

エント商事会社」O�entalische Friesische Handlungs― Compagnieを 設立し,現地ギリシア商人 (U・

コーツアKoatza/A・ H・ ゲオルグ Georg)と 提携しつつ,セ レスseres原 綿 。ワラキア羊毛の輸入

取引を進めている。さらにロシアのクリミア半島併合を機会に1784年には壊土通商条約が,翌 1785

年には喚露通商条約力潮贋次締結され,オ ーストリアに対しても黒海通商利権が認可された。
“
0

フランスは対英戦争の敗戦と主要植民地の喪失により通商政策の再編を迫られるなか,1786年英

仏通商条約によつて重商主義から自由貿易への移行を試みる一方,英蘭両国が優勢なバルト海貿易

に対抗する手段として黒海経由の仏露通商に関心を強めた。なかでもルーアンのル・ジャンドル商

会Lc Ccndreは 『仏露通商に関する覚書』И歩″ο滋 ∫ク′た c"防θκθ溌 彦 E■鶴ιθ αッθCみ 沢パ∫,9

(1783年 )を発表して対露貿易の意義を主張しており,オ スマン帝国への対露軍事支援をうち切つ

た翌年の1787年 には仏露通商条約が締結されている。この結果フランスはイギリスからロシアの最

恵国貿易相手国としての地位を奪取するとともに,ロ シア国旗のもと両海峡を通じた黒海貿易への

参入を実現した。
“
の 同時に黒海貿易の一環としてポーランドとの通商関係も発達している。ポー

ランドは1772年 の第一回領土分割によってバルト海沿岸ポンメルンを喪失し,港湾都市ダンツィヒ

との連絡を断たれたため,以後新たな販路として黒海方面への進出を志向していたのである。かく

して1780年 代を通じて黒海北岸にフランス商館が設置され,な かでもアントワン商会 Anthoineは

ケルソン=マ ルセイユ貿易のみならずポーランド=マ ルセイユ貿易をも展開している。
“

働

イギリスは対仏戦争の勝利と植民地帝国の形成によリー時レヴァント市場から撤退していたが,

アメリカ植民地の独立に伴い一転して英仏自由貿易を志向するとともにレヴァント貿易への回帰 ,

とりわけ黒海貿易の開拓を追求することになった。とりわけ駐土大使 R・ アインスリAinslie(在任 :

1776-94年)は黒海貿易に関する一連の調査活動を展開し,1782年 の本国宛報告では黒海沿岸地域

がいずれも重要な船材=国防資源たるオーク材 (マス ト用)。 麻・亜麻 (ロ ープ用)・ 鉄を大量に

供給する能力をもつこと, しかるにこれら一次産品の多くは現在フランスに供給されており,その

海軍増強に寄与していること,を指摘 している。
“

の また英露バルト海貿易の拠点であるスコット

ランド出身の技師S・ ベンサム (功利主義者 J・ ベンサムの弟)は 1780年代にロシア現地に滞在し,

エカチェリーナ2世 との謁見によリウクライナの鉱山開発や黒海艦隊の整備に従事する機会を得た

のであるが,その際親族への書簡において黒海貿易が北米植民地の代替市場になりうる可能性を示

唆している。。ω 以上の海外市場構造の変化を背景にW・ ピットPitt he Younger(在 任 :1783-

1801年 )は英露貿易の振興に努め,1766年通商条約が満了する1786年にその更新を求めた。しかし

ロシア政府は一連の対土戦争におけるイギリスの中立にむしろ失望し,こ れを拒否して上述の1787
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年仏露通商条約を締結 している。か くして黒海貿易をめぐリイギリスと露仏両国との鋭い対抗関係

が生 じ,●
D以後新規のバル ト海市場としてむしろポーランドが注目されることになる。。D

② オスマン黒海貿易独占の解体とルーマニア穀物貿易統制の緩和

前述の如く18世紀第3四半期においてコンスタンチノープルの食料価格は安定した推移を示して

いたが, しかしムスタファ3世治世後半における一方での1768-74年露土戦争はオスマン軍隊の兵

糧需要を増大させ,他方での1769年エジプト反乱は首都向け穀物供給を停止させ,か くして深刻な

食糧危機が発生した。この結果1769-74年 にはコンスタンチノープルで,ま た1770,75・ 78年には

内陸地方都市 (モ スル,デイヤルバキル,バグダード,ア レッポ)で深刻な飢饉が発生し, ドラク

マ drachmes当 たリパン価格は18世紀を通じて1ア スプルから3ア スプルまで,ま たキラ当たり大麦

価格は18世紀前半の13パ ラから1758年 には38パ ラ,1769年 には4ピ アス トル,へ とそれぞれ高騰し

た。かかる事態に対処するべ くオスマン政府はドナウ平原からの穀物調達を強化し,1769年 にはワ

ラキアは平年の三倍もの穀物供給を,ま たモルダヴィアはドユエス トル・ホーティン HOtin・ ベン

ダー Bcnder駐留オスマン軍隊への兵糧供給を,そ れぞれ要求され,1772年 8月 だけで両国は

260,000キ ラの穀物を供給することになった。。働

新帝アブデュル・ハミド1世は1774年キュチュク・カイナルジ条約によリロシア商船に黒海自由

航行を許可し,こ こに二世紀に及ぶオスマン帝国の黒海貿易独占体制は解体する。のみならず同帝

はロシアの圧力により発布した1774年 ハッテイ・シェリフのもと,ル ーマニア穀物貿易に関して以

下の点を確認している。すなわち,① トルコ

政府 ,公国君主発行の通行許可証を携帯しな

いオスマン商人のルーマニア入国禁止,②オ

スマン商人のルーマニアにおける土地・家屋

所有,農場経営,農民支配の禁止,③農民が

備蓄を行えない場合における穀物・羊肉の安

価供出の禁止,④手付け金制度の禁止,以上

である。かくしてルーマニア両国は各種供出

義務が抑制され,羊・穀物・木材とも旧来に

おける一定総量の強制納入義務は解消される一方,いずれもオスマン政府による市場価格での買上

と公国財政による運搬経費の魚担とが規定されている。また1775年にはコンスタンチノープルの食

糧需要が充足している場合に限り,かつスルタンの同意を条件としてルーマニアの自由な穀物輸出

が認められ,穀物の自由通商が断続的に開始された。しかしルーマニア穀物の取引は依然オスマン

政府指名の特権ギリシア商人のみに許可され,一般商人の穀物取引は制限された。等4)

しかし続く80年代に入ると1783年 対露戦争に伴う黒海貿易の撹乱と兵糧需要の増大を背景に1782-

83年冬期にはコンスタンチノープルにおいて食糧危機が発生し,表 9の如 く当該期を通 じて主要食

料価格はほぼ倍増している。ここにオスマン政府は上記1774年 勅令を無視 しつつルーマニア通商規

制を再度強化し,ギ リシア特権商人による国定価格での穀物買付,及び木材・硝石 (火薬原料)の

輸出禁上を復活するとともに,両国に対して首都人口向け食糧・バルカン駐留オスマン軍隊向け兵

糧として例年を上回る食糧供給を要求した。オーストリア領事ライセヴイッチ Raicevichの報告に

よれば1783年 にルーマニア両国が無償供出した穀物総量は700,000-800,000キ ラヘと激増 し,加え

て年間100,000キ ラの穀物が輸出されたと言われる。しかも同年ワラキアは1782年の干魃・害虫被

表 9:オスマン食糧価格の動向 1756-95年
単位 :パ ラ

牛肉 0

子牛 9 4

羊肉 6

子羊 8

パ ン 5

大麦

〔典拠〕C,Issawi,ψ c″ ,p337
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害によつて農業生産に大きな打撃を受け,首都プカレストが深刻な食糧危機に直面していたため,

君主エコラエ・カラジヤ Nicolae Caragea(在 位 :1782-83年 )は必要総量の穀物をまず嶼領 トラ

ンシルヴァニア・隣国ブルガリアから8ピ アス トル/キ ラの市場相場で買い付け,こ れを5ピ アス ト

ル4パラ/キ ラの国定相場でオスマン本国へ再輸出することにより穀物供給義務を遂行している。

またモルダヴィアはコンスタンテイン・モルズィ cOnstanth Moruzi(在 位 :1777-82年 )の もと

戦前水準を上回る穀物を供給 したものの,次代アレクサンドル・マヴロコルダー トAlexandru

Mavrocord疵 (在位 :1782-85年 )は もはやオスマン政府の過剰な要求に応 じず,要求された穀物

総量の三分の一を提供するにとどまっている。9働

戦争終結に伴いオスマン政府は1784年アイナリ・カヴァク条約によつてロシアにクリミア半島を

割譲する一方,駐土ロシア大使の要請のもと1783-84年勅令を発布してルーマニア穀物貿易の原則

を再び緩和し,①穀物・羊肉供給における公式供出と自由取引との区別,②後者における市場価格

での現金買上,③オスマン政府による輸送経費の負担,以上を確認した。これを受けてモルダヴイ

ア君主A・ イプシランテイは1787年勅令を発布し,オスマン商人の通商活動に関して,①無償略取

の禁止,②滞在地域の限定 (市場・港湾及び地方当局の指定する地区),①家畜飼育のための冬営

地所有・居住の制限,④買付作物の運搬経費の負担,以上を規定した。これらの義務に対してオス

マン商人は連帯責任を集い,その違反の場合は同職組合から追放されるものとした。この結果モル

ダヴイアでは,現地で商業活動を認められるオスマン商人は,コ ンスタンチノープルの司法当局に

登録される蜂蜜商人 (balgi)9名 ,油脂商人11名 ,小麦商人17名 ,以上に限定された。。ω

以上の如き黒海貿易独占の解体とルーマニア貿易統制の緩和によるオスマン食糧供給体制の崩壊

は,ロ シア南下政策に伴う黒海北岸の喪失とファナリオト体制の変質を経済的に体現するものと言

えよう。換言すれば旧来黒海・ルーマニア穀物貿易の独占に立脚してきたオスマン帝国経済はまさ

にここにおいて解体し,以後その世界市場への本格的編入が開始されることになる。ただし他方では

特権ギリシア商人がロシア支配体制の支持基盤として機能した故にその黒海・ルーマニア貿易独占

はむしろ温存され,帝都を中核とする独自の域内通商体制が依然維持されたことは留意される。。め

(3)ロ シア南下政策とルーマエア穀作農奴制

ロシア南下政策の結果,一方におけるオスマン黒海貿易独占の緩和はルーマニア農業に市場向け

生産への刺激を与え,他方におけるファナリオト君主の啓蒙専制主義は農民利害に配慮した農業政

策を志向させ,18世紀第 4四半期においてルーマニア農業は一定の再編を見ることになる。

① 小商品経済の発達と分益小作制の生成

まず当該期における一連の露土戦争に伴い,平原地帯の領主経営は大幅に再編されることになっ

た。第一に断続的な戦争状態の結果,ルーマニア両国の自由農民は戦時には安全な山岳 。丘陵地帯

へと避難する一方,平時には肥沃な平原地帝に帰還する傾向を強め,表 10の如 く平原諸州では激し

い人口変動が生じている。このため組織的な賦役を前提とする大規模な所領経営は物理的に困難と

なった。。働実際,表 11に よれば1768-74年 露土戦争期を通じて穀物生産に占める領主直営地の比

重は一層の減少を示している。。の また第二に一連の対外戦争によリオスマン軍隊向け・コンスタ

ンチノープル向け穀物供出が強化されたが,こ れらは規定の独占価格で提供されたがために収益率

は低 く,領主は次第に生産作物の重点を安価な公定価格を強制される穀物から一層の収益が見込ま

れる商品作物へと転換することになった。表12に よれば平原各地の修道院領ではルーマニア国内市
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表10:ワ ラキアにおける農村世帯 1773-92年         (単 位 :戸 )

〔典拠〕S Columbean■,ヮ ι″,pp 39-43.

表11:ワ ラキア穀物生産における領主直営地・農民保有地の比重関係 1772-80年  (単位 i cezvert)

〔典拠〕S Cdumbeanu,ψ ι力,,pp.83-87

表12:ワ ラキアにおける穀物生産の動向 1772-89年     .(単 位 :cezver0

〔典拠〕S Columbeanu,9p.c力 .,pp.66-68.
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場で需要の大きい トウモロコシが最大の作付穀物となっており,オ スマン本国向けに生産される小

麦はもはや副次的な地位を占めるに過ぎなかったことが判明する。また表13の 示す領主の経営状況

を見れば,酒類が依然最大の市場向け商品である一方,穀物の地位は大幅に下落し,む しろ酪農品

や果物,及び繊維原料 (麻)と いった産品が新たな換金作物として成長しつつあることが確認でき

る。偲ω さらに第三に対外戦争に伴う戦火を回避するべ くボイエール自身が農村地帯から首都ヤッ

シー・ブカレストはじめ主要都市へと移住する傾向を示した。この結果ボイエールは領主直営地を

漸次縮小 し, したがつてまた地代として必ずしも農民の労働行為を要求せず,む しろ貨幣又は換金

作物の提供を以て満足し,か くして不在地主に転化する傾向を示すことになった。●1)

他方,以上の過程は同時に農民経営の発展を促進することになった。山岳地帯では既に18世紀前

半において,その自然条件から組織的な賦役や大規模な穀作が不適であつたことに加え,カ ルパチ

ア山脈を媒介とした東欧向け商品取引が進展していたことにより,貨幣経済の浸透に伴う封建的土

地負担の解消が進行していたが,18世紀後半には平原地帯を含むルーマニア全土でかかる現象が進

展している。
“

の これは長期紛争と貨幣減価によリオスマン穀物市場が騰貴する一方,一連の講和

条約に伴うルーマニア通商規制の緩和のもとこの高騰 した市場価格でのオスマン向け輸出が実現し,

さらにはキュチュク・カイナルジ条約に伴う黒海貿易の開放によつて一層有望な市場価格での欧州

向け穀物輸出が解禁された結果,ルーマニア農民が貨幣獲得の機会として次第に市場向け穀物生産・

輸出に関心を示し始めたことによる。偲働 かくしてほぼ1770年 代以降,ルーマニアでは中小農民の

商品作物生産とその余剰貨幣の蓄積が急速に展開し,農奴による封建負担の金納,さ らにはその買

戻が進行 している。ω。前掲表13は領主の地代収入において金納賦役が中核的位置を占めたのみな

らず,所領収入全体においても酒類に次ぐ地位を獲得しつつあったことを示している。

以上の如きボイエールによる直営地経営の弛緩と農民の経済能力の上昇を背景に,当該期にはボ

イエール所領において小作契約 affcmageが広汎に発生する。前掲表13に よれば,PatrOtta修道院

領の地代収入として旧来の金納地代とは別枠で小作料収入が計上され, とりわけ70年代後半-80年

代前半には相当の比重を占めていることを確認できる。この小作契約には大別して二種存在する。

第一は旧来より存在する関係であり,ボイエールと借地農les femicrs de mёtierと の契約である。

この場合借地農はボイエールから所領経営を請け負い,領内に居住する農民を組織的な労働者とし

て編成し,法的に可能な範囲で最大限の賦役義務を徴発しつつ,大規模・効率的な農業生産を行つ

た。その出自の多くは既述の如く特に穀物輸出に従事するギリシア商人にあつたが,同時に小商品

関係の発達により経済能力を強化した一部の自由農民も借地農に転化したと推定される。第二は当

該期に新たに発生した関係であり,ボイエールと直接生産者,すなわち領内に居住する賦役義務農

民 paysans corv6ablcsと の契約である。この場合,旧来の支配=従属関係を内包するボイエール=

農民関係とは異なり,両者は対等な立場のもと3年程度の短期借地と貨幣による地代納入を原則と

する契約を締結し,その地代魚担は基本的に旧来の賦役慣行を超過しない範囲で軽微に設定された。

●Dこ の傾向はまずワラキアで,次いでモルダヴイアで進行し,以後19世紀中葉までにワラキアで

は半分近 くの土地が,モ ルダヴイアではそれ以上の土地が,ボイエール領主から各種借地農へと委

託され,農民の小土地保有に立脚する分益小作がルーマニア農業の主要形態となる。チロットは公

国君主の財政利害に伴う18世紀前半以前の「担税農奴制」Fiscal Serfdomと 区別しつつ,18世紀後

半以降の市場利害に由来する分益小作を特に「穀作農奴制」Cereal Serfdomと 呼称している。偲ω
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② 農民保護立法の整備と分益小作制の定置

以上の如き広汎な分益小作の成立に伴い,限 られた耕地の借地をめぐり小作農と巨大借地農との

対抗が発生することになった。すなわち農民は領主と小作契約を直接締結することによって規定の

小作料を除くあらゆる土地負担の回避を選好したのに対し,領主はむしろ巨大借地人との借地契約

によってさらなる地代収入の確保を志向したのである。他方ファナリオト君主自身は,農民を体制

の基盤とするべき東欧諸国の啓蒙専制主義に触発される一方,世紀前半における人口・vin少 の経験か

ら過重な土地負担が農民逃亡を再び招来する危険を認識 しつつ,農民の優先借地権 le drOit de

pおemptiOn pour lち fferlnageを 保護する傾向を示した。かくして当該期には土地問題に関する領主・

農民利害を調整する各種の法令が発布されている。

まずモルダヴィアでは1766年,君主グリゴレ三世ギーカが年間12日 の賦役義務をあらためて確認

しているが,その際に封建的特権の縮小を警戒するボイエールの要請を受けつつ,1日 当たり最低

労働総量 nOttmeと して実質2-3日 を要する労働を規定し (所謂「ナート制度」mart),実 質的な賦役

日数は年間30-40日 に達した。続く1767年 ,後任のグリゴレ・カリマキ Grigore CЛlimachi(在位 :

17ol-64,67-69年 )はやはリボイエール利害を考慮しつつ1日 当たり労働総量をさらに引き上げ

ているが,他方農民の村外逃亡を回避するべ く,ボイエール所領での小作契約における農民の優先

借地権を史上初めて保証している。●り また1775年 ,君主グリゴレ三世ギーカは,ボイエールの固

執する年間24日 への賦役延長の要求を受けて各種の追加労役 (ダム修理・灌漑作業・水利関連事業)

を承認したものの,賦役日数の拡張についてはこれを5日 にとどめている。しかし続 く1777年 には

ボイエールに市場価格での自由な穀物取引を承認する一方,農民による自由取引は禁止し,かつ年

賦役をさらに2日 延長 している。●働 最終的に1785年 , アレクサ ンドル・マヴロコルダー ト

Alexandm MavЮ cordat(在位 :1782-86年 )は農民の優先借地権を廃止している。ωω

他方ワラキアでは君主A・ イプシランティが1768-74年露土戦争に伴い逃亡した農民の帰還を奨

励しつつ,1776年 にはモルダヴィアの先例にならって農民の賦役負担を年間12日 に設定するととも

に, これを1ズ ロチ z10t(=30パ ラpara)の 定額で代納することを承認 し,旧来の賦役慣行を維持

している。続 く上記の1780年 法典では、やはり旧来の慣行を尊重しつつ,領主の小作契約における

農民の優先借地権を初めて公式に承認するとともに,上記の法定賦役日数を下回る水準での小作契

約の締結を承認している。この1780年 法典はその後法令が改正される1818年 まで38年にわたってワ

ラキア農地制度の法的基礎として機能しており,か くしてワラキア農民の賦役義務は実質年間6日

程度にとどまっている。⑬ω

以上の如くルーマニアにおける小作制度は,次第に領主利害が保護されることになったモルダヴィ

アでは巨大借地農の優位のもと,逆に農民利害を考慮する立法を見るワラキアでは小農民に立脚す

る分益小作を主流として,それぞれ展開することになる。かかる対照性はロシア南下政策に伴い発

生したルーマニア農業社会の一定の格差,す なわち北方のモルダヴィアではロシアと国境を接する

故に南下政策の影響も大きく, したがってその支持基盤をなすギリシア系新興ボイエールの利害が

保護されたのに対して,南方のワラキアではドナウ河を擁するが故に黒海貿易開放の恩恵を強く受

け, したがって農民の経済能力の伸張が顕著であったことによると思われる。
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〔V〕 フランス革命=ナポレオン戦争とモルダヴィア・ワラキア

18世紀末から19世紀初頭に至るオスマン帝国の対外関係は基本的に前節にて検討した

如き露土関係を基軸に把握することができる。ただし当該期の露土関係は特にフランス

革命に伴うヨーロッパ諸国の干渉戦争に強く規定されて展開する故,こ こで節を改めて

検討することとしよう。ωl)

まずロシアのクリミア・コーカサス支配に対 して現地イスラム教徒は トルコ政府の軍事支援を受

けつつ抵抗したため,換露両国は1787年に再度の対土戦争を開始 した。これに対 してイギリスは
,

アメリカ独立戦争 (1775-83年)に対する武装中立同盟の形成以来,対露関係が冷却 したのみなら

ず,ア メリカ植民地喪失に伴 うインド・レヴァント市場の重視 と英露通商条約失効に伴うポーラン

ド市場への注目によリロシアの黒海進出を警戒 し,ピ ット内閣は武力介入の動 きさえ示 した。⑬
"

だが1789年 のフランス革命勃発に伴い,オ ース トリア新帝レオポル ト2世 (在位 :1790-92年 )は

1791年 シス トヴァ条約のもと,ま たロシアも1792年ヤッシー条約のもと,それぞれ講和 して対土戦

線から撤退する。しかも第一回対仏同盟の形成で孤立 したフランスが対土関係を強化 しており,か

くして トルコ領土の分割は回避された。ただし1797年 カンポ・フォルミオ条約において仏嶼戦争が

終息すると,両国は土領ア ドリア海沿岸の南北分割を実施 し,仏土関係は急速に冷却する。。D

続 く1798年 ,フ ランス総裁政府はイギリス東方貿易を撹乱するべ くトルコ属領エジプ トヘ遠征 し,

ここに旧来の仏土友好関係は解体 して仏土戦争が勃発する。対 してイギリスはレヴァント地域から

フランス勢力を駆逐するべ く,1799年 において喚露両国との第二回対仏同盟とともにその一角とし

て英露土三国同盟を形成 した。か くして旧来敵対 してきた露土両国は一転 して トルコ領土の防衛及

びロシア軍艦の海峡通行を相互に承認することになった。以上の紛争は1802年アミアン和約により

終息 し, トルコ領土のさらなる分割は当面回避された。①り

さらに1806年 ,フ ランス第一帝政はヴェス トファーレン諸邦をライン同盟に編入し,対 して英普

露三国は第四回対仏同盟を組織する。その際ナポレオン1世はロシアを挟撃するべ く再び仏土関係

を1雰復 して軍事同盟を形成 し,こ こにナポレオン戦争の一角として露土戦争が再発 した。 しかも

1807年 テイルジット条約により普露両国が敗戦すると,フ ランスはもはや不要となった仏土同盟を

解消 したのみならず,む しろ大陸制度加盟の代価 として1808年エルフル ト条約のもとアレクサンド

ル1世 (在位 :1801-25年 )に ルーマニア支配を承認 し,か くしてロシアの トルコ領土分割を黙認

することになった。。5)他方イギリスは普露両国の対仏同盟離脱 。大陸制度加盟により政治的・経

済的に孤立するなか,1809年 ダーダネルス条約によつて英土同盟を形成 し, トルコ領土防衛を支援

した。⑬① 最終的にナポレオンのモスクワ遠征計画を察知 したロシアは急遠1812年 ブカレス ト条約

を締結 して講和するが,代償としてモルダヴィア北部のベッサラヴイア (ド ニエス トル=プルー ト

河間)及びドナウ河日のキリア水道 Kllia Chamelを 獲得 している (前掲図 1)。 ⑬D

なお以上の対仏戦争はロシア遠征の失敗と解放戦争の展開を経て1815年 ウイーン会議で終結する

が,オ スマン帝国はこれに参席せず,バルカン半島はウイーン体市1の対象タトとされた。かくしてヨー

ロッパ大陸における反動体制 。平和回復とは対照的に,バルカン地域は民族運動の温床 となるとと

もに, トルコ領土をめぐる東方問題は後にヨーロッパ安全保障の危機を招 くことになる。①働

以下本節では一連の対仏戦争を通 じた一方におけるロシアのルーマニア支配強化と他方における

イギリスの黒海市場進出を見る18世紀末-19世紀初頭を対象に,オスマン帝国のルーマニア・黒海

支配の実質的解体,及びこれに伴 うルーマニア農民問題の帰結について検討 しよう。



武田元有 :オ スマン帝国の黒海穀物貿易独占とモルダヴィア・ワラキア (下 )

(1)フ ランス革命=ナポレオン戦争とルーマニア国家

フランス革命の結果,干渉戦争の展開と連動しつつロシアのバルカン進出が進行する一方,自 由

主義思想の流布を通じてバルカン住民の民族意識が覚醒し,次第にバルカン民族はロシア後援のも

とオスマン支配からの脱却を志向することになる。かくしてまず1804年 。15年にはセルビア蜂起が

発生し,ま たギリシア人は1814年 に黒海貿易の拠点オデッサで秘密結社「友愛同盟」 (フ イリキ・

エテリア Phillki Etai工 a)を 組織 しつつ,1822年に独立戦争を開始する。対 してルーマニアではロ

シアとの政治的紐帯や民族意識の高揚が同様に確認されるにもかかわらず,フ ァナリオト制度のも

と高度なギリンア支配体制が存在していたが故に,そ の展開は全く異なる様相を示すことになる。

① 干渉戦争とロシア・ギリシアニ重支配体制の成立

革命戦争に伴うオスマン支配体制の動揺は何よりも露土国境に位置するルーマニアにおいて最も

顕者に確認される。1787-92年 の対外戦争ではモルダヴィア・ワラキアは開戦直後よりそれぞれロ

シア・オーストリアにより占領され,オスマン政府は1791年 シストヴァ条約・92年ヤッシー条約に

より全てのルーマニア占領地を回復したものの,そ の条件として1774年 ,79年 ,84年の先行三大条

約に規定されるルーマニア関連条項の遵守と,条約締結後2年 間の貢納義務免除を受諸し,かつ講

和の代償としてセリム3世 (在位 :1789-1807年 )は 1792年「新法」New Lawを 発布 してルーマ

ニア支配の改善を約束している。⑬"他方仏土関係の強化を背景に,1796-98年にはフランスがルー

マニア両国における領事設置を承認されている。

また1798-1802年 の対仏戦争では英露両国により軍事支援を提供されたものの,そ の代償として

1802年アミアン条約では同盟諸国にルーマエア内政に関する種々の権利を承認している。まずアレ

クサンドル1世は,①公国君主の在任期間を原則7年 に設定して頻繁な公位交代を自粛すること,②

公国君主の解任にはロシア政府の事前の承認を必要とすること,①1773年以降に導入された各種の

新税を廃止すること,④全ての公国官僚は在地ルーマニア人より登用すること,以上を要請してい

る。この結果, ともに親露派のアレクサンドル・モルズイAlexandru Moruzi(モ ルダヴィア君主 :

1792,1802-06,06-07年・ワラキア君主 :1793-96,99-1801年 )がモルダヴイア君主に,ま た

コンスタンチン・イプシランティ cOnstantin lpsilanti(在 位 :1802-07年)がワラキア君主に,そ

れぞれ就任している。(10ω かっセリム3世は1802年ギュルハネ勅令を発布 し,①ボイエールの特権

を回復・強化すること,②ルーマニア公国君主は7年任期とし,オ スマン政府による任免はロシア

政府の同意・助言を必要とすること,以上を確認し,ま たオスマン臣民の入国規定を再度強化して

いる。(101)か くしてルーマニア内政の基盤たる公国君主の人事権は実質的にオスマン政府からロシ

ア政府へと移行し,オ スマン帝国のルーマニア支配は大幅に後退した。00D他方イギリスは駐土大

使T・ エルギン卿Elginを 通じてルーマニア領事の設置を要求し,1802年 にはF・ サマラーSumlnerer

が初代領事として派遣されている。この結果,旧来東欧諸国にのみ認められてきた領事設置権が西

欧諸国にも開放され,ルーマニアを舞台とする列国外交の展開が可能となった。(10働

さらに1806年 の第四回対仏戦争に伴う仏土同盟を背景として,駐土フランス大使H・ セバスチャ

ン sebastianiは オスマン政府に対して親露派のワラキア君主C・ イプシランティの廃位を提言した。

しかしロシア領事A・ ピニ Piniは上記1802年 勅令において規定されたロシア政府の人事権を盾に

強く抗議し,続 く1806-12年露土戦争の口実に利用されている。(104)以後ルーマニア両国は再び 6

年に及ぶロシアの占領政策を甘受したのみならず,ロ シアの対土戦争を支援するべ く対露貢納・食

料供給を強制された。(10働 当該戦争を終息した1812年 ブカレスト条約はロシアのルーマニア進出に
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おける「高水標」high‐ water markと されている。以上を通じてロシアはルーマニアにおいて単なる

利害代弁者の域を超える「保護者」Guarantorと しての地位を獲得する一方,ルーマニアはロシア

の「保護国」PrOtectorateと 位置付けられ,事実上ロシアのルーマニア支配が確立された。

かかるルーマニアにおけるロシア支配体制の成立は,同時にギリシア支配体制の進展をも意味し

た。まず親露派の歴代フアナリオト君主は官職売買の慣行を一層助長して多額の売官収入を確保 し

ているが,今やルーマニアの対土貢納義務が大幅に緩和された以上,こ れはもはや君主自身の単な

る私的蓄財にすぎなかったと言える。なかでも30名 の親類と800名 の側近を随伴して着任 したアレ

クサンドル・スーツ Alexandru Sutu(モ ルダヴイア君主 :1801-02年 ・ワラキア君主 :1818-21年 )

は,新規の官職を多数創出してこれを彼ら親類縁者に売却し,ワ ラキア年度予算の三倍に相当する

28,657,000ピアストルを3年 で確保するとともに,公位買収に際して判約した5,000,000ピ アス トルの

借入を即座に返済している。(10ω またかかる官職売買により輩出されたギリシア系新興ボイエール

は,ギ リシア化した上層の土着ボイエールとともにファナリオト体制の安定要因として機能し,か

くしてギリシア人のルーマニア支配体制もまたその頂点を辿えることになった。

② フランス革命思想とボイエ…ル階級

当該期にはフランス革命に伴い自由主義思想が流入し,ル ーマニア社会に一定の影響を及ぼして

いる。すなわち歴代フアナリオト君主と土着・外来の上層ボイエールは先進社会の模範を今やギリ

シアからラテン系のフランスヘと転換しつつ,フ ランス人秘書を雇用するとともにフランス人家庭

教師による子弟教育を行い,フ ランス文化の受容に専心した。(Юの この傾向は司法改革にも反映さ

れ,ス カルラト・カリマキ Scarlat Callimachi(在 位 :1806-10,12-19年 )は 1817年 に「カリマキ

法典」Condul Calimah, またヨアン・ギョルゲ・カラジヤIon Cheorghe Caragea(在任 :1812-18

年)は 1818年に「カラジヤ法典」Code Carageaを 編纂しているが,こ れらはいずれも1804年ナポレ

オン法典の強い影響のもと明確な法学理論を基礎に編集されたと言われる。(Ю働

しかし革命思想の一層の作用はボイエール階級の政治思想の変化に認めることができる。まず外

来の巨大ボイエールはオデッサにおける友愛同盟の活動に触発されつつオスマン支配からの独立を

志向し,ワ ラキアではブカレス ト駐在ロシア領事によつて,ま たモルダヴイアでは親露派の君主ミ

ハイ・スーッMihai Sutu(在 位 :1792-95,1819-21年 )自 身によつて,その地下活動が保護さ

れた。かくして1820年 ,ロ シアで亡命生活を送る上記親露君主C,イ プシランティの子息A・ イプ

シランティ IPsilantcsが 友愛同盟の首領に就任すると,オスマン帝国への革命戦争の舞台として

「ギリシアの第二の祖国」a scccjnd creekfathcriandで あるルーマニアが選定され,1821年 には革命

軍がオデッサからモルダヴイアヘと侵入して対土反乱が勃発する。

対してファナリオト君主の財政搾取と新興ボイエールの乱立に伴い社会的地位を喪失した土着の

中小ボイエールは,む しろギリシア人及びその後盾たるロシアヘの反感を強めつつあった。まず

1799年 の英土同盟に伴い1802年にはD・ ス トウルザ Sturdzaが「貴族制民主共和国の計画」Plan of

an aritto‐ democratic― repbulican govemmentを 起草し,イ ギリス議会を模範とした在地の巨大・中

小ボイエールによる権力共有を基礎とした代議制度を提唱する一方,1803年 には駐土イギリス大使

に対してその支持を要請している。また仏土同盟の締結を見た1807年にはモルダヴイアの有カボイ

エールが憲法の発布と全国議会 CenerЛ  Assemblyの 復権,及び公国君主の財政権限の制約とその

地位の形式的・名誉的性格への転化,以上を基礎とする立憲君主制の草案を作成し,ナポレオン1

世に対してラテン民族としての両国の共通性を協調 しつつ支援を求めている。(Ю9いずれの計画も



武田元有 :オ スマン帝国の黒海穀物貿易独占とモルダヴィア・ワラキア (下 )

農民問題への理解が薄い点にその限界があるが, ともかくも政治権力の中枢を今やギリシア系ファ

ナリオト君主から在地ボイエールヘと回復すること,かつその模範・後盾をもはや東欧諸国の啓蒙

主義ではなく西欧諸国の自由主義思想に求めていることが留意されよう。かかる下級ボイエールを

母体とする自治回復運動は最終的に1821年のT・ ヴラデイミレスク Tudor Vladimircscuに よるワラ

キア反乱へと帰結する。その際ブカレストで発表された Fル ーマニア人民の要求』Demttds of he

Romanian Peopleで は反ギリシア・反ファナリオト君主聞争が目標として提示されている。(1り

かくしてともに1821年に相次いで勃発したルーマニアの民族独立運動は,一方におけるイプシラ

ンティのギリシア独立戦争がロシア政府の支援を後盾としたオスマン支配脱却を志向したのに対 し,

他方におけるヴラデイミレスクのワラキア反乱はほかならぬこのギリシア人からの独立を目的とし,

その手段としてむしろオスマン政府の援助さえ追求しており,その性格は相互に矛盾するものであっ

た。この結果両者は間もなく対立し,こ の間侵入したオスマン軍隊によって早々に鎮圧される。そ

の際オスマン政府はギリシアの離反行為に対する制裁としてファナリオト制度を廃止する一方,土

着ボイエールを両国君主に任命し,こ こにルーマニア自治制度が一世紀ぶりに回復された。

以上の如 くルーマニアにおける反乱の挫折は,ギ リシアにとっては独立運動の一時後退を意味す

る一方,ル ーマニアにとってはギリンア支配からの脱却を実現するものとなった。しばしばバルカ

ン独立運動の立て役者としてその役割が高く評価されるギリシア人ではあるが,その背景には高度

なルーマニア支配を前提とした社会的・経済的地位の上昇があつたことを忘れてはなるまい。換言

すれば多くのバルカン諸国がオスマン支配の除去を直接の対象として独立運動を展開するのに対し,

ルーマニアの場合はオスマン支配の克服に先行してまずギリシア支配を解消せねばならず,こ こに

19世紀初頭バルカン民族運動においてルーマニアがその一角を構成し得なかった背景がある。

(2)フ ランス革命=ナポレオン戦争とルーマニア海外貿易

ナポレオン大陸制度の結果,バルカン西岸地帯のアドリア海貿易はフランスを中心とする経済体

制の一角を構成することになった。対してバルカン東岸地帯の黒海貿易はフランスの大陸市場独占

に対抗する英露両国の市場利害を吸引する一方,列国の関心がヨーロッパ大陸へと集中する間にオ

スマン帝国の通商規制が再度強化されたため,新たに英土通商対立を招来することになる。

① オスマン食糧供給政策とルーマニア穀物貿易

オスマン政府はバルカン・エジプトにおける支配体制が解体するなか,残された最後の生命線で

あるルーマニアに対して通商規制の強化を試みている。まず1787-92年 における壊露両国との戦争

はコンスタンチノープルに再び深刻な食糧危機をもたらし,こ こにルーマニア両国に対する穀物需

要もまた上昇する。モルダヴィアは1787年 8月 に100,000キ ラの小麦,11月 に140,000キ ラの小麦・

90,000キ ラの大麦の供出を指示され,イ サカ Issaccearの倉庫を経由してイスマイル・ホーテイン・

ベンダー・オシカウ oceakowの オスマン軍隊に配給された。モルダヴイア公国評議会はかかる食

糧徴発の強化を,ル ーマニア穀物供給制度の改善を約束した上記1784年勅令への違反行為として非

難しているが,対 してオスマン政府は当該勅令があくまで平時における首都向け食糧供給の緩和を

こそ規定するものの,戦時における軍隊向け兵糧供給はその対象外であるとの見解を示し,か くし

てルーマニア領内に駐留するオスマン軍隊向け供給を名目に穀物供給の強制を続行 した。(111)し か

し1788年 ロシアによるモルダヴィア占領,続 く1789年オース トリアによるワラキア占領により,オ

スマン帝国のルーマニア穀物調達は完全に遮断されることになる。



表14:穀物管理局の穀物調達状況 1808-1821年  (単位 :キ ラ)

小 麦 大  麦 トウモコヨシ 米 計

583.525 379,035 0 962.560

1,240,058 255,297 73`902 19.295 1.588.552

1,778.302

1.918.429 283.703 3.782 2.291.307

1.598.104 616.084 19.718 78,789 2,312,695

1.200.529 201.664 359,857 203,641 1,965,691

と,193.288 236,927 121,573 13,328 1.575.116

968,488 146.92ユ 188,185 1.303.594

981.720

1.542.215 303.760 44.297 1,890.273

1.361.278 123.659 93,969 1.578,906

742.323 67.392 0 809,705

719,378

1.869.682
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〔典拠〕T Guran,"The State Role in he Grain Supply of lstan,ul:【he Grain

Administration,1793‐ 1839",力 肋 ,′,ο″,ど 力″″,′ げ 駒 FttS力 肋

"奮
,Vol.3,

1984,p.38,

続 く1791・ 92年 における嶼

露両国との講和条約によリト

ルコはルーマニア領土を回復

するが,そ の際ロシアとのヤッ

シー条約では代価 としてルー

マニア両国の穀物供給義務を

以後二年間停止することが確

認された。 また1792年 の上記

「新法」ではルーマニア両国の

供出義務における品目 '総量・

支払方法が規定され,木材・

食糧・家畜の取引における無

償供給の廃止 と適正価格によ

る買取が再認されている。(1り

これに伴いまず中央機関の第三デフテルダル

Houboubtt Naziriが 食糧政策専属の部局とさ

れ,ま たコンスタンチノープルの司法半J事は

倉庫監督官 Mo�tcssib Aghasi。 市場監督官

Ayak Naibiに 市内を巡回させ,食糧・パン

の供給総量・品質・価格動向の監視と違反者

の取締を強化し,価格高騰の防止に専心した。

(11働 さらに1793年 には「穀物管理局」Grain

Administtation(Zahire Nezareti)が 2,553,500

ピアス トルの資本で設立されている。(lμ)ま

た,旧来のミーリー制度が本来軍隊向け兵糧

供給を目的とし,専 らルーマニア・黒海沿岸

を対象に国定価格で穀物買付を実施していた

のに対し,穀物管理局の設立に伴い新たにレイク制度 Rayic purchasingが 整備され,む しろ首都向

け食糧供給を任務に,主に首都近郊マルマラ海沿岸を舞台に市場価格で取引を行うことになった。

その際ミーリー制度での穀物買付は納税行為とみなされた故に直轄地・宗教寄進地等の免税所領に

は適用されなかったのに対し, レイク制度に伴う買上は商品取引とみなされたために全ての地域で

実施された。穀物管理局は以上の買付制度によって輸入される穀物を買い取り,首都で営業する製

パン業者に売却している。(11)同 局は1838年英土通商条約による専売制度の廃止と翌年のギュルハ

ネ勅令によるタンジマート開始のもと1839年 に廃止されるまで半世紀近く存続し,表 14の如 く19世

紀初頭には小麦 。大麦・トウモロコシ合計で年間1,000,000-2,000,000キ ラを供給した。これは当該

期首都消費総量の30-50%に 相当すると推定されている。(11の かくして図 4の如 く同局の設立以後

オスマン国内の穀物価格は近減し,安定して推移している。

他方この間の対仏戦争勃発によって東欧両国が一時バルカン問題から後退するに及び,オスマン

政府はルーマニアを首都向け食糧・軍隊向け兵糧の供給地帯として整備するべ く一連の通商規制を

図 4:オスマン穀物価格の動向 1795-1820年

(単位 :ピアストル/キ ラ)

▼ /

1795      1800      1805      1810      1815      1820

〔典拠 〕T,Guran,oP cit,,p.41i S,Pamuk,ψ  rriF,,pp.163,191.



1795-00 1800-0[ 1805-10 1810-14 1814-19 1819-24 計

黒
海
沿
岸

ロシア
552,250

9,4

1,451,000

26.0

701,500

182
134,500

2.7

2,839,250

100

アナ トリア
120,000

2.4

142,500

45
132,750

22

５０

８

．

235,900

6.1

314,000

6.3

1,418,650

50

ルメリア
1,567,504

312
1,970,585

62,7

2,614,800

44,3

1,045,265

187
837,500

217
と,914,926

385
9,950,580

34,9

マルマラ海沿岸
887,623

177
333,000

10.6

1,426,950

242
672,500

12.0

498,000

12.9

415,000

8.4

4,233,073

14.9

地
中
海
沿
岸

アナ トリア
5,000

0.1

260,000

44

５０

６

．

476,500

124
983,500

198
2,080,500

7.3

ルメリア
1,452,228

289
669,500

21.3

898,750

15.2

605,000

10.8

463,000

12.0

238,400

4.8

4,326,878

15,2

エジプト
989,375

19,7

28,800

0.9

15,000

03
980,735

176
642,750

167
968,874

195
3,625,534

12.7

計
5,021,731

1000
3,144,385

1000
5,900,500

1000
5,583,500

1000
3,855,150

1∩∩∩

4,969,200

1∩∩∩

28,474,466

1000

武田元有 :オ スマン帝国の黒海穀物貿易独占とモルダヴィア・ワラキア (下 )

表15:穀物管理局の穀物調達地域 1795-1824年

(単位 :上段・キラ/下段・%)

〔典拠〕S.Columbeanu,り c,ど ,pp.154‐ 157

展開している。まず1793年 には違法な家畜輸出を禁止し,1794年 には国産小麦の全てを首都向けに

輸出することを義務付けている。しかしルーマニアでは1792年 の不作・1793年の疫病流行 。94年の

干魃・95年 の厳冬により穀物生産が大幅に減少し,オ スマン政府の要求する穀物・家畜供給は極め

て困難な状況にあった。かかる状況のもとワラキア君主A・ モルズイは不足分を喚領 トランシルヴァ

ニア・ポーランドより市場価格30ピアス トル/キ ラで調達し,1793年には20,000キ ラの小麦 ,30,000

キラの大麦を,94年 には80,000キ ラの穀物を,国定価格8ピ アス トル/キ ラでオスマン市場に輸出

した。他方モルダヴィア君主アレクサンドル・カリマキAlcxandm Callimachi(在位 :1795-99年 )

もまた不足を外国から輸入しつつ,1795年 には自家消費・種蒔き用の穀物を除く全ての作物をオス

マン向けに輸出している。同公治世にモルダヴィアが供給した穀物総額は795,243レ オに達するが ,

これは当該期に送金された貢納総額271,778レ オの三倍に相当する。(lW)

次にナポレオンのエジプト遠征に伴う1798-1802年戦争の勃発に際してルーマニアヘの通商規制

は一層強化され,1799年 にはポーランド・オース トリア向け木材輸出を, さらに1802年 にはオスマ

ン向け輸出を目的としない家畜屠殺やオスマン政府が認可しない外国商人への売却を,そ れぞれ禁

止した。しかしながら1802年アミアン条約では英仏両国に対して黒海自由航行が公式に承認され,

黒海貿易の開放は完成することになる。また当該条約と連動して発布された上記1802年ギュルハネ

勅令ではルーマエア内政制度の改革とともにルーマニア穀物供給制度の整備が確認され,規定品目

を除いてトルコ政府の先買特権を廃止すること,規定品目は時価支払で取引されること,その供給

総量については両国評議会の審議によつて決定されるとともに上限が設定されること,以上を承認

している。この結果ルーマニアにおけるオスマン政府の通商特権は大幅にダP常1さ れるとともに,ルー

マニア両国の自由通商・世界市場参入が進むことになる。(110

さらに1810年代には一方での1806-12年露土戦争による食糧不足と,他方での1808年通貨改革に

よる貨幣価値の下落を背景に穀物価格は上昇を続け (前掲図4),(1リ マフムー ト2世 (在位 :1808-

39年)治世においてルーマニア穀物への需要は上昇している。表15は 当該期穀物輸入市場の内訳を

示しているが,こ れによれば黒海沿岸地帯が全体の半分を,特にバルカン半島の黒海沿地帯が全体

の30%以上を占め, しかもナポレオン戦争期には60%に達し,ルーマニア両国が トルコ穀倉地帯と
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して重要な位置を占めたことが判明する。(12ω 続 く1812年 ブカレス ト条約によつて戦争は終結する

が,そ の際オスマン政府はベッサラビア及びキリア水道の割譲によリルーマニア穀倉地帯の一角と

その輸送経路を喪失したのみならず,1813年 勅令により公定価格を下回る価格での小麦買付や必要

以上の小麦作付を制限することとなった。しかしながらオスマン政府は依然として政府発給の許可

証を携行する商人以外の取引を禁止し,特権商人によるトルコ向け輸出を維持してルーマニア穀物

の海外流出を抑制している。ワラキア君主はオスマン政府の要求する総量が当地の生産能力を超過

することを度々訴えているが,こ れは首都向け輸出が続行されたことを示している。(121)

かかるオスマン政府のルーマニア貿易統制はナポレオン戦争の終息した後も強固に残存している。

1815年 ウイーン条約ではライン河をはじめとする主要国際河川の自由航行が確認されているが, ド

ナウ河についてはオスマン帝国の条約不参加に伴い対象から除外され,か くしてオスマン帝国は依

然として黒海・ ドナウ河航行を統制することになった。(12の また1821年 ワラキア反乱の際にはコン

スタンチノープルでの深刻な穀物不足に対処するべ く,政府勅令により「黒海より穀物を運搬する

全ての商船は,その積荷を政府倉庫に荷揚し,政府がこれを適正な1又益・経費を充足しうる市場価

格で買い上げない限り,海峡通行を許可されない」ことが再度規定されている。(120ブヵレス ト駐

在ロシア領事の報告によれば,1812-19年 において宗主国 トルコがワラキア輸出貿易の57.4%

(8,087,000レ オ),及び輸入貿易の62.1%(9,800,000ピ アストル)を ,換露その他西欧諸国が合算で

残余の30-40%を 占めている。ヨーロッパ諸国の比重が漸次上昇してオスマン貿易独占が蚕食され

つつあるとはいえ,依然としてオスマン帝国が最大の貿易相手国としてワラキア海外貿易の過半を

掌握していることが看取できよう。(姥つ

② ナポレオン大陸制度とイギリス黒海貿易

ナポレオン戦争の展開は各国のレヴァント・黒海貿易を大幅に再編することになった。

まずフランスは1787-92年露土戦争及び1793年第二次ポーランド分割に伴う混乱によリロシア・

ポーランド両国との黒海貿易を縮小するとともに,1798年 のエジプト遠征に際してはオスマン政府

から帝国領内における通商活動そのものを禁止された。対して1799年 クーデターで成立するナポレ

オン執政政府は海外市場の形成に努め,1801年 には上記1787年仏露通商条約を更新する一方,続 く

1802年 アミアン和約ではオスマン政府との講和条件として黒海自由航行を承認されている。かかる

フランス通商圏の拡大志向は1807年 ベルリン勅令 ,08年 ミラノ勅令による大陸封鎖体制の構築へと

帰結し,ア ドリア海沿岸のバルカン西岸地帯はフランスを中心とする通商体制の一角を構成するこ

とになる。しかし1812年 ロシア遠征に伴い仏露通商が断絶したためフランス黒海貿易の衰退は決定

的となった。かくして対英戦争で喪失した海外植民地に代わり18世紀を通じて成長してきたフラン

スのレヴァント・黒海貿易は,ナ ポレオン戦争を画期に大幅に下落する。(12働

またロシアは干渉戦争 に連動 した南下政策の推進 と商務大 臣R・ N・ ル ミアンチェフ

Rumiantsevの港湾整備事業・関税減免措置を背景としてオデッサ拠点の黒海貿易を着実に発展さ

せた。その最大の輸出品目は後背地の黒土地帯で生産される各種穀物であり,1802年におけるオデッ

サの輸出総額1,525,671ル ーブリのうち実に1,329,776ル ーブリが穀物であった。オデッサの穀物輸出

は表16の如く急速に上昇し,こ の結果ロシア海外貿易全体における黒海貿易の比重もまた上昇して

1804年以降には全体の1割 に達した。また同表によれば特にイギリス向け輸出の伸張が顕著であり,

1805年 にはイギリスの穀物輸入全体の1割 を占め,旧来の仏露貿易に代わる英露貿易の伸張を確認

できる。とりわけナポレオンの大陸封鎖によリペテルブルク拠点のバルト海貿易を撹乱された際に
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は,黒海経由の対英貿易が重要な販路として重視されることになった。さらにナポレオン戦後の

1819年にはアレクサンドル1世がオデッサを30年期限で自由貿易都市に指定し,こ の結果南部ロシ

アは新たな西欧向け穀物輸出拠点として成長することになる。(120

表16:オデッサ輸出貿易の動向

1803

オデッサ穀物輸出総量 (chetve■ ) 519,211 950,141 1.004.108 1,645,229

ロシア海外貿易総額に占める割合 (%) 129
イギリス穀物輸入総額に占める割合 (%)

〔典拠 〕N.E.Saul,臨dsia″′励′arタカ″″″効 ァ〃み ア押ぇ ChiCago,1970,pp 178-179,

他方イギリスは駐土大使 S,ス ミス Smihの 活動のもと1799年英土同盟の代価としてレヴァン

ト会社の黒海・ ドナウ河航行を暫定的に認可されるとともに,1802年 アミアン和約においてこれを

正式に承認され,旧来制限されてきた穀物・獣脂・木材のイギリス向け輸出が解禁された。かかる

状況において1803年 には駐土大使A・ ス トラトン Stratonが 『黒海における海運と貿易』】筋就 膨α

脱″フ,g″
'ο

η,ヵ′抒αd9を 執筆 しているが,その際特にブルガリア・ルーマニア両国の経済価値を強

調し,当該地域が穀物・香料・木材の調達市場としてのみならず,イ ギリスエ業製品・植民地産品

の販売市場として発展しうることを力説している。実際1805年のトラファルガー海戦に際してルー

マニア両国はネルソン指揮下のイギリス艦隊に400,000オ ッカの塩漬け肉を供給し,重要な兵糧供

給地帯として機能した。(12の 続 く1806年 の仏土同盟の形成と英土戦争の勃発によリー時イギリスの

レヴァント貿易は撹乱されるが,1807年におけるナポレオン大陸制度の成立はイギリスをしてレヴァ

ント市場の確保を急務とさせ,1809年英土ダーダネルス条約では先の英土対立に伴い停止されてい

た従価3%の輸出入関税を原則とするカピチュレーション規定が回復されている。この結果東地中

海地域はイギリスにとって大陸封鎖のもと閉塞したヨーロッパ市場を代替する有効な海外市場となっ

た。かくしてレヴァント貿易の主導権は再びフランスからイギリスヘと移行する。(1281

しかしながら以上の如きレヴァント貿易の回復にもかかわらずイギリス黒海貿易は依然停滞し,

最終的に1816年 にレヴァント会社はブカレス ト支社を閉鎖する。ブカレス ト駐在領事 W・ ウイル

キンソンwilkinson(在 任 :1814-16年 )は既に就任直後より外相カスルレーに対 して, レヴァン

ト会社がルーマエアにおいて穀物輸入・製品輸出を基幹とする通商活動を志向したにもかかわらず ,

これがオスマン政府のルーマニア穀物貿易独占により阻害されたことを度々指摘している。またレ

ヴァント会社のブカレス ト領事閉鎖に伴い解任されると,自 ら『ワラキア・モルダヴイア公国図説』

幼 Иθθοクガ げ 力θ P/'η C″α′力ね げ 陶 J7pθ力

',,η
ダ 肋 ′カ ッカ (ロ ン ドン・ 1820年 )を 出版 し,イ ギ

リス=ルーマニア貿易の展望とその阻害要因に関して下の如 く指摘 している。(12の

まず「最大の農業作物は小麦であり,広大・肥沃な平原のわずか六分の一しか耕作されていない

にも関わらず,両国は年間10,000,000キ ラの生産を記録し,ま た耕地の一部ではトウモロコシ・大

麦・麻が栽培されている」。「ワラキア小麦の品質はあまり良くないが,決 して悪いわけではない。

モルダヴィア小麦はより優良であり,ポーランド小麦と大差ない。価格はキラ当たり2-2.5ピ アス

トルである。 ドナウ河=コ ンスタンチノープル輸送の経費は1ピアス トル程度である」。また「商業

的観点から重要と思われる他の産品としては,油脂・蜂蜜・バター・チーズ 。獣皮・木材・樽板・

各種の船舶用マストがある」。特に「モルダヴイア木材はワラキア木材よりも優良であり,そのオー

ク材は船舶建造に極めて適している。 トルコ海軍艦艇の多くはモルダヴィア・オークにより建造さ
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れており,装備されているマス ト・ロープもモルダヴイア産のものが使用されている」。さらに

「毎年500,000枚 の兎皮,600,000オ ッケの黄イチゴ,40,000キ ンタルkintal(1キ ンタル=44オ ッケ)

の羊毛,が供給されている」。「兎皮はそれぞれ35パ ラ,黄イチゴはオッケ当たり40-45パ ラ,にす

ぎない」。「兎皮は一級の品質であるが,黄イチゴはスミルナ産のそれよりも劣り,小アジア産品が

不足した時にのみ需要が発生している」。「羊毛は極めて優良である。洗浄済みのものはオッケ当た

り60パラ,未洗浄のものは35-40パラで販売されている」。

しかしながら,以上の如き豊富な天然資源の供給能力にもかかわらず,「最後の三品目のみが完

全に自由な海外輸出を認められるにとどまり,他の産品はオスマン政府の監督下に置かれている。

すなわち当該品目は,豊作の年にコンスタンチノープルの穀物倉庫・軍需工場への規定供給が充足

されて,初めて海外貿易に振 り向けられる。しかも小麦は輸出を恒久的に禁止されている。小麦輸

出の承認はルーマニア君主の権限ではなく,こ れは帝国政府の勅令によつて認可されねばならない。

これまで小麦輸出の許可が領内キリス ト教徒臣民に認可されたことはなく, ヨーロッパ商人に認可

されたことも極めてまれにしかない」。かくして年間10,000,000キ ラの穀物生産のうち実にその66%

がオスマン帝国の首都, ドナウ沿岸に駐留するオスマン軍隊,その他国内市場に供給され,海外輸

出についてはオース トリア向け密輸を含め僅少にとどまっている。しかも「オスマン首都の需要の

ために供給される全ての産品は,公国政府にようて市場価格の四分の一,す なわちトルコ市場価格

の六分の一で買い付けられる」故に,ルーマニア農民の穀物生産意欲は大幅に減退している。

以上の如くイギリス黒海貿易の発展にとつて最大の障害は,何よりもオスマン政府が維持する高

度な通商規制にこそあつた。かかるオスマン政府の穀物禁輸措置は,続 く1820年代のイギリスにお

いて安価一次産品の海外輸入を志向する自由貿易運動が発生し,こ れを背景に商務院総裁W・ ハス

キッソンが工業原料関税の緩和を骨格とする自由主義経済政策を採用するに至り,英土通商関係に

おける最大の阻害要因となってくる。(13ω

(3)ルーマニア穀作農奴制の確立

フランス革命=ナポレオン戦争の結果,バルカン地域では自由主義思想に触発されてオスマン支

配からの独立運動が進行する一方,経済的にはレヴァント貿易の奥隆と農民の余剰蓄積を背景にイ

スラム地主からの解放運動が進み,両者は連動しつつ展開する。対してルーマニアでは,支配階級

内部での外来・土着ボイエールの相互対立が政治抗争の焦点をなす一方,オ スマン黒海貿易独占の

遺制のもと領主経営はむしろ強化され, したがつて農民解放運動は大幅に停滞することになる。

① 市場向け生産の発達と巨大借地経営の生成

18世紀末以降ルーマニアではフランス革命戦争に伴う東欧諸国の一時撤退によリオスマン本国向

け穀物輸出が復活するとともに,19世紀初頭にはナポレオンの大陸封鎖を契機としてトランシルヴァ

ニア向けブタ・ トウモロコン輸出,中欧向け火酒・家畜輸出が成長し, さらにイギリスの黒海貿易

参入に伴い西欧市場向け生産の端緒も開かれた。(131)かかる状況においてルーマニアでは海外市場

向け農業生産が進展するとともに,農業経営において資本主義的要素が浸透することになる。

まず19世紀初頭における土地所有の状況を確認すれば,モ ルダヴイアでは総計1,713の 村落のう

ち公国君主の直轄地が25村 (1.5%),教会所領が215村 (12.5%),ボ イエール所領が927村 (54%)

を占め,残る5464寸 (32%)が 自由村落であったとされる。またワラキアではボイエールの所有土

地面積は国内全体め三分の一に達し,教会所領も同じく農地面積全体の三分の一を占め, 自由農民
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は残る三分の一を所有するにとどまったとされる。18世紀と比較して自由農村の割合が若干後退し,

領主の支配領域が伸張していることが確認できよう。しかもワラキアの場合,19世紀初頭における

国内人口がおよそ1,000,000と 推計され,う ちボイエール階級の人口は30,000程度と推計されており,

したがって人口総数の3%を 占めるにすぎないボイエール階級が国内農地の3割 を占めた計算となる。

かくして典型的な大土地所有が展開していたと言えよう。(13)

ただし以上の大土地所有において領主直営地が占める面積は依然として全体の5%程度にとどま

り,所領の大半は小作契約を通じて巨大借地農に委託,あ るいは中小農民に直接貸与されていたと

言われる。(13働 実際表17に よれば,世紀転換期における領主の収入構成において今や小作料収入が

最大の比重を占めるに至っており,ル ーマニア穀物生産の基軸は依然として領主直営地ではなく小

作地にあったことを確認できる。ただし市場向け商品生産の発達はボイエールをして農民との分益

小作よりも資本家的借地農との借地契約を選好させることになった。しかしながらワラキアでは前

述A・ イプシランティ治世の1780年法典により,小作契約における農民借地権の優先,その際の年

間12日 賦役の原則,及びその年間1ズ ロチでの代納制度,かつこの法定賦役日数未満での契約慣行 ,

以上が承認されていた故に,ま ずはかかる原貝Jに抵触しない範囲内においてボイエールは効率的な

農地開発と賦役負担の強化を試みることになる。

表17:Hurez修道院領収入内訳 1792-1804年    (単位 :タ ーレル)

〔典拠〕S.Columbeanu,ゅ 肱,pp.160-161.

まずボイエールの多くは農民との小作関係を契約する期間をその年度の作柄予測が未だ困難な3

月1日 から5月 1日 までのニカ月に限定し,かかる不利な条件の提示によつて月ヽ作契約に対する農民

の意思を未然に抑止している。(13つ また小作契約に伴う賦役義務に関しては旧来の慣行である日頭

契約を無効とし,書面契約が存在しない限りは法定の上限である年間12日 賦役を要求した。これに

伴い,法定日数以下の年間3-10日 程度の賦役を確認する書面契約も一部発生 したが,その比重は

低く,多 くの農民は日頭契約故に年間12日 賦役を甘受している。また法定の賦役代納金を年間12日

あたり1ズ ロチ (=30パ ラ)か ら1日 あたり10パ ラ (=年間12日 あたり120パ ラ)へと4倍に引き上げ

ることが再三試みられている。(13働 また十分の一税に関しては1780年 法典の規定の不備に便乗 しつ

つ,収穫作物の十分の一という定率原則ではなく保有地1ア ルパンarpent(≒ 50ア ール)あたり4ボ

ワゾーbOisseaux(=22オ ッケ)の定量制度が採用され, したがって農民は収穫の如何にかかわらず

一定の作物の納入を強制された。しかも農地面積はより狭く,収穫作物はより重く測量する不正行

為が蔓延したためその負担は過酷なものとなった。さらに旧来無制限に認められてきた無償の放牧

地利用は農耕作業・生計維持に最低限必要な雄牛4頭・乳牛1頭に制限され,こ れを超える頭数の役

1797 1801

売
却
収
益

酒 類 270 210

家 畜

穀 物

干し草

圧 搾機使用料

新規開墾税

直営地収入

地
代
収
入

ブドウ園

山岳牧地 500

平原牧地

小作地 1.130 2.230 1、815 1.790 1.819 2`275 1.895 2.230
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畜は売却目的の飼育とみなされ課金の対象となった。(13ω 以上の如きルーマニア農民の現状を見た

ウィルキンソンは「およそワラキア・モルダヴイア農民ほど専制君主の過重な抑圧を受け,過酷な

徴発・課税のもとで労働する人々は他にいない」 と評 している。(13つ

なお前述の如くボイエールの世俗所領とならんでギリシア正教の修道院領が同様に高度な土地所

有を展開している。その大半は,在外本山の保護のもと公国君主・オスマン政府の干渉から一定の

独立を維持する一方,その代償として本山への貢納義務を負う寄進修道院であり,ワ ラキアでは

1810年 時点で総計2041こ達する修道院のうち過半の120が この寄進修道院であった。これら寄進I雰道

院の貢納義務は全て領内農民に転嫁され,世俗所領と同様過酷な支配が展開された。(13働

② ボイエール保護立法の整備と巨大借地経営の定置

他方,当該期においてフアナリオト君主は中小ボイエールの反露思想活動に対する防壁として新

興・土着の巨大ボイエールとの同盟関係を重視するに至り,18世紀末とは一転して19世紀初頭には

巨大ボイエールの農民支配を容認する各種法令を発布している。

まずモルダヴィアでは1803年 より公国評議会が農民的土地所有の強固な存続を非難する陳情を提

出しており,こ れを受けて1805年にA・ モルジはボイエールカ誹寸落共有地たる牧草地の四分の一を

独占することを認可する一方,農民の一世帯当たり牧草地利用権を平原地帯では12頭・山岳地帯で

は6頭 に制限した。また農民を保有家畜に応じて,①16頭 の家畜と8フ ァルシfalci(1フ アルシ=4.2

ヘクタール)の牧地を保有する「hntas」 ,②12頭 の家畜と6フ ァルシの牧地を保有する「mもとocas」 ,

①6頭の家畜と3フ アルシの牧地を保有する「codas」 ,以上の三種に分類しているが,た だし賦役義

務については年間12日 原則を維持している。(139)し かしながら続くS・ カリマキは1815年 において

農民の優先借地権を正式に廃棄し,続 く1817年法典によってボイエールの農民支配を是認した。

(140)

またワラキアでは公国君主C・ イプシランティが依然として農民逃亡を回避するべく農民負担の

緩和に留意し,1804年 には十分の一税の定量制度を廃止するとともに賦役代納年額の引上を拒否 し

ている。しかし他方では増大するボイエールの要請に応えるべ く同年に口頭契約による小作契約の

無効を公式に承認し,ま た1806年 には露土戦争勃発の混乱に伴い十分の一税の定量制度を再開して

いる。(Hl)続 く公園君主 I・ G・ カラジヤもまた1816年 には農民の優先借地権を再度承認する勅令

を発布しているものの, しかし他方で1814年には小作関係における書面契約の必要と十分の一税に

おける定量制度の採用を公式に規定し,続 く1818年法典においてボイエールの農民支配を確立して

いる。すなわち当該法典はまず小作契約における農民の優先権を最終的に廃止し,かつ法定賦役日

数12日 を下回る水準での小作契約を禁止 した。賦役義務の金納制度は維持されたが,そ の年額は旧

来の年間12日 あたり1ズ ロチ (=30パ ラ)に対して以後1日 あたり1レ オ,すなわち年間12日 あたり

12レ オ (=480パ ラ)に設定され,実に16倍の上昇を意味した。さらに年間賦役として旧来の12日

にさらに春乃至秋の1日 の労働を追加するとともに,新たにクリスマスにおける荷車提供義務を導

入している。しかもより良好な土地負担の農村を求めて発生する農民逃亡を未然に防止するべ く,

以上の規定は全国一律に適用され,か くして農民人日の維持を前提とする公国政府の財政利害もま

た保証されることになった。(14か ここに農民保護を基調とした1780年法典体制は終息し,む しろボ

イエール利害を優先する1818年 法典体制が確立され,こ れがその後のワラキア農地制度を規定する

ことになる。

かくして以後農民の分益小作は急速に減少し,む しろ巨大借地農による大規模な農業経営が展開
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する。(149以上の如き借地権をめぐる闘争における小農民の敗退と巨大借地農の勝利,すなわちルー

マニア農業における小農民経営から巨大借地経営への基軸の移行は,政治的にはロシア支配体制の

確立に伴う新旧ボイエール利害の保護を反映するとともに,経済的には黒海地域における自由貿易

の導入と資本主義原則の浸透に対応するものと言えよう。かかる領主=農民関係の強固な存続の結

果,1821年 のワラキア反乱においてボイエール主導の民族独立運動と農民の土地負担解放要求とは

相互に矛盾し, したがってファナリオト支配体制からのボイエールの独立こそ実現したものの,ま

さにそれ故にボイエールからの農民解放は挫折し,その農民支配は依然として存続する。(14つ かく

して民族独立運動と農民解放運動とを同時に遂行する他のバルカン反乱とは対照的に,1821年 ワラ

キア反乱は,フ ァナリオト体制からの脱去,を こそ達成したとは言え,対外的にはオスマン帝国支配

そのものの解消と,国内的には農民の土地負担解放とを,その後の課題として残したのである。

む す び

以上専ら第三国の先行研究に依拠する極めて槻括的な考察ではあったが,最後にいま一度主な論

点を整理し,若干の展望を示してまとめとしよう。

第一に政治構造に関して。ルーマニア両国においてアジア系騎馬遊牧民族が整備した問接統治体

制はオスマン帝国によつても継承され,各種の貢納義務を条件に公国君主の国内自治が承認された

のみならず,公国君主の離反傾向を防止する手段として土着ボイエールの政治権力も温存された。

しかし18世紀前半には東欧諸国の南進に対する防壁,及び対外戦争の戦費調達源泉として支配体制

が強化され,ギリシア系フアナリオト君主の派遣とボイエール階級への統制が開始された。しかも

ロシア南下政策の攻勢を見る同世紀末において公国君主はむしろその人事を掌握するロシアの愧儡

政権へと変質し,そ の支持基盤として親露派のギリシア系新興ボイエールが多数創出されることに

なる。かくしてルーマニア両国はオスマン帝国=ロ シア帝国=ギリシア人 (フ ァナリオト君主・新

興ボイエール)の三重支配に服していたのであり,こ の点にこそロシア政府の支援を受けつつオス

マン帝国からの独立を志向する他のバルカン諸国との対照性があると言えよう。

第二に貿易関係に関して。ルーマニア両国は遊牧民族の構築した東西物産の中継貿易をオスマン

支配によって破壊されるとともに,以後むしろ特権ギリシア商人のもと安価な固定価格によつてコ

ンスタンチノープル向け穀物・家畜輸出を強制され,か くして帝都を中核とするオスマン帝国経済

の周辺地域として,換言すればオスマン食糧政策のアキレス腱として機能することになった。とり

わけエジプトの分離とロシアの黒海進出を見る18世紀においてルーマニア両国の首都向け食糧供給

基地としての意義は一層上昇する。しかし同世紀末における黒海貿易の開放とルーマニア穀物貿易

における市場原則の導入により,斜陽の帝国経済にとつて最後の生命線であった黒海穀物貿易独占

は解体する。かかるドナウ河=黒海を動脈としたルーマニア食糧供給体制の確立とその動揺にこそ,

まさにオスマン帝国経済そのものの盛衰を左右する最大の要因があつたと言えよう。このように見

てくる場合,多様な地中海世界を構成する一員としての観点から,あ るいは開放的レヴァント貿易

の展開から,直ちにオスマン経済一般を把握する試みは極めて一面的なものと言えよう。

第三に土地制度に関して。ルーマニア両国では遊牧民族の間接統治と国内産業から遊離 した中継

貿易により自治的 ,自 給的農村共同体が広汎に展開したが,オスマン支配に伴う一方でのボイエー

ル階級の成長と他方での首都向け穀物輸出の促進により,む しろオスマン向け穀物生産を目的とす
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る領主経済が発達することになった。ただし18世紀前半にはフアナリオト制度の導入による土着ボ

イエールの抑制と穀物供出義務の強化により,担税・穀作の基盤として農奴の解放と自営農民の育

成が志向される。しかし同世紀末のロシア南下政策に伴うファナリオト君主のロシア仇儡政権への

転化とルーマエア穀物貿易における市場原理の浸透の結果,親露的新輿貴族として台頭するギリシ

ア商人を借地農とした市場向け巨大借地経営が定置することになる。かくしてルーマニアにおける

領主・農民関係は,と もにオスマン支配の動勢に由来する支配階級の再編と市場関係の変化に強く

規定されつつ,生成・展開したと言えよう。いずれにせよ,バルト海貿易と連動する東欧諸国の農

場領主制やレヴァント貿易と接続するバルカン地域のチフトリック経営に対 し,ル ーマニア農地制

度は何よりもオスマン帝国の政治的・経済的支配体制との連関で把握される必要があろう。

以上の如くオスマン帝国の繁栄は何よりもルーマエアに対する政治的 。経済的支配を基盤として

成立し, したがってルーマニア支配の後退こそは世界帝国としてのオスマン帝国が解体 した要因と

言えよう。その最終段階は政治的にはロシアのギリシア独立戦争介入に伴う1829年 アドリアノープ

ル条約 (ロ シアによるルーマニア支配の確立とボイエール階級の保護)に ,ま た経済的にはイギリ

ス自由貿易運動に伴う1838年英土通商条約 (オ スマン帝国による対英穀物輸出の解禁)と 同年の英

換通商条約 (オ ース トリア商船による対英ルーマニア穀物輸出の仲介)にあるが,こ の結果市場向

け穀物生産を目的としたルーマエアの領主=農民関係もまた確立されることになろう。
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ハゼ葉の乾燥粉末)が代替原料として台頭する。最後に各種乾燥果物 (イ チジク・レーズン)が
スミルナを拠点に輸入されてきたが, トルコ政府の食糧輸出規制に伴い1680年代以降取引は下落

している。以上の点に関 しては,A.Co Wood,ψ .θ ,″.,pp.140‐ 141,145‐ 149;R.Davis,WEnglish

lmpotts from hc Middle East 1580‐ 1780",M.A.Cook(cd.),S″加奮 ,η 力θ Bθοヵο″た riSV。ヮ qF

滋θ � dac巳鶴 r)われ 力θ Rね99ガ る肋脇 カ カθヨて鶴 θガ Dり,London,1970,pp.193-194,196-201;

川分圭子「近代英国のレヴァント貿易十-18世紀の衰退について一一」『史林』第73巻 1990年。

またレヴァント貿易の衰退と平行したバルト海貿易の発展に関しては,玉木俊明「地中海からバ

ルト海へ」F文化史学』第45号1990年 ,同「イギリスのバル ト海貿易 (1600-1660年 )」 『文化史

学』第47号1991年 ,同「イギリスのバルト海貿易 (1661-1730年 )」 F西洋史学』第176号1995年。

(17)ま ずラングドック・プロヴアンス・ドーフイネ各地の毛織物工業を対象に王立マニュフアク

チュアの設立 (1666・ 67年),オ ラング熟練職人の招致・製造規制の制定 (1666・ 69年 )に よる

品質向上・規格統制,高率保護関税の採用,に よリイギリス製品の駆逐がはかられた。また安価

スペイン羊毛の輸入,労働賃金の抑制, レヴァントヘの地理的近接性に伴う輸送経費の節減,に

より安価経費での供給を実現している。さらに現地消費者の嗜好を考慮した染色が実施された。

かくしてレヴァントはフランス毛織物の輸出市場のなかで18世紀最大の成長を記録している。他

方その輸入貿易を見れば,一部品目 (生糸 ,モヘア・コーヒー)については代替市場の開発と国

内需要の減少により縮小するが,18世紀以後フランス綿業の発展を背景に原綿輸入が急増 し, ト

ルコ綿はフランスによるレヴァント産品輸入全体の半分を単独で占め, レヴァント地域は西イン

ド諸島と並ぶフランス最大の原綿供給地帯として編成された。さらに海運事業についてはマルセ

イユの自由港化 (1669年 ),「 レヴァント会社」Campagnie du Levantの 設立 (1670年 ),カド実施さ

れている。以上の点に関しては,服部,前掲書,293-304頁。

(18)18世紀レヴァント貿易の再編に関しては,A.C.Wood,v.c,ど ,,pp.142‐ 143;B,McGowan,

9?・ C'r.,pp. 15, 21‐ 23, 38‐ 40; C. Issawi, ‖The Dcchnc of Middle Eastem Tradc, 1100- 1850‖ ,D.

Richards(ed.),る肋脇 typ′ 筋θ ttad9げ Иs'α,OXford,1970。

(19)M.M.Alexandrescu― Dersca, "Contribution a r6tudc de rapprovisionncment en b16 dc
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Constantinoplc au XvIIIe siScβ I,肋屈テ,9r Иθ″ 効 ね肋 ,V01.1,1957,pp.15,17-18.18世 紀

オスマ ン海外貿易 に占める黒海市場の意義 については,R.Manttan,WTransfomation du coHImerce

dans TEmpire ottoman au dix‐ huitiё mc siSclゴ ,T,Naff/R.Owcn(cd.),9み θ力。,p.22乳 idem,

"CoHImercc maritime et ёcononic dans l'E14pire ottoman au XVIIIe siScle‖ , J.‐  L. BacquC‐

Grammont/P.Dlmont(cd.),基 ο〃οり θr dοθ,ど形 力″s′助Ttt OrrOttα 〃伊カカ 』a膠 諺ぅクrヵ
gt7∫諺εり ,PariS,1983,p.290.

(20)T.stoianovich,‖ Orthodox Mcrchtt「 ,pp.239-242.

(21)M,M.Alexandrcscu― Dersca,い Contributio∬
i,pp.19‐

2旬 E.D.Tappe,op.cit,,pp.494-495.

(22)P,Cemovodcanu,‖General Conditiortt pp.453‐ 454.

(23)M,M.Alexandrescu‐ Dersca,WConttbuticjnn,pp.19,34;V.Georgcscu,助 θ Rο ttαれ,α溶,pp.77‐

78;B,McGowan,T θ力.,pp.14-15.

(24)M.M Alexatadrescu― Dcrsca,WContributionい ,pp.20,26‐ 27,30,34.と りわけ1755年 には黒海

よリボスフォラス海峡に入港する穀物商船が積載穀物の略取を狙う港湾官吏によつて意図的に難

破される事件が発生し,こ の結果市民暴動が多発するなど危機は頂点に達している。

(25)L.GR19cr,‖ Grain Supply of lstanbul in he 18th CenturyW,C.Issawi,助ゼガθοヵο″,c rrigヵ 4/げ
盪″′腺夕 1800‐ 1914,Chicago,1980,pp.27-30.

(26)M.M.Alcxandrescu― Dersca,"Conttibutio∬ ',pp.19-21,26‐ 27,32,36‐ 37.ま た海運事業の

振興がはかられ,1755年 難破事件の教訓から海峡各所に灯台を設置 して穀物運搬船の海難事故を

未然に防止する一方,4-5ケ 月分の備蓄能力をもつ大型穀物倉庫を首都周辺・主要港湾に建造 し,

食糧不足の際における価格騰貴が抑制された。

(27)M.M.Alcxandrescu… Dersca,WConttibutiO∬ f,pp.27,30.

(28)M.M.Alexandrescu‐ Dersca,WConttibutionW,pp.13,17‐ 18,22.

(29)J.R.Lampe/M.R.Jackson,9p.♂ ″.,p.81,H.H.Stahl,qp.θ 力。,pp.10‐11,D.Chirot,Sο じたガ

働 ,牲ちpp.74-75,な お オース トリアの対土通商 に関 しては,J.Dull� ger,WDie Handelskompagnien

Ostercichs nach dem Otte:ite und Ostindien in der ersten Halfte des 18.JahrhundertsW,Z9iな じ力′″

プ″′Sοθ
'α

J― ク〃プⅣ予tsθ力い gescヵ ,θ力″,Bd. 7, 1900.

(30)M.L Hawey,"The Development Of Russian Conlmerce on hc Black Sea and lts Signiacancゴ ,

Ph.D.,diss,,Uaivcrsity of Califomia,1938,pp.10‐ 11;N.G.Kireev,WOn tte History of Russian¨

Turkish Trade Relation via lstanbul in hc Middle of he 18h CcnturyW,Association intemationale

どёtudes du sud‐ cst curopOcn,β ク「/9√力,Vol.12,1974,pp.127‐ 131.な おこの間においてロシア黒

海貿易に関する種々の通商計画がロシア政府と外国商人により策定されている。まず1749年 には

駐土大使A・ ネプルイェフNcpluyevが ヴェネツイア商人に対する対露黒海貿易の認可を提起 した

が,こ れはロシア国内商人の反発で頓挫 している。続 く1752年 には大使オブレスコフObreskovが

トルコ向けロシア毛皮輸出 すロシア向け トルコー次産品の取引に関してオランダ商人から露蘭混

合会社mixcd companyの設立を打診されたが,ロ シア政府の対応が遅れたため頓挫 している。

(31)バ ルカン西岸地帯のうちマケ ドエア・テッサリアでは綿花生産が発達し,18世紀を通 じて生

産総量は三倍に伸張 しているが,その大半はドナウ1可 ・アドリア海を通 じて中東欧諸国 (オ ース

トリア・ザクセン・プロイセン・スイス)へ と輸出された。またアルバニア・ボスニア・モンテ

ネグロ ,モ レア半島では特に トウモロコシ生産が仲張 している。T,Stoianovich,WOrthodox

MerchantW, pp. 259- 260, idcnl, 中Land Tcnure and Related Scctors of he Balkan Economy,1600中

1800‖ ,7カθプbク v,′ 9′ 丘ο力ο脇,c rrisヵ り,vol.13,1953,pp.403‐ 40盈 Bo McGowan,り θデrり pp.16,

23- 32, 40- 44,

(32)H.H,Stahl,9p.c力・,pp.10-11;D.Chirot,Sbc力 ′C力,〃g9,pp.74‐ 75,

(33)V.Mihordca,ル bテ″ι∫ 力 dο′,Pヮ ∫,暦 7ry淋 79s Pr,ヵθ″
'ク

あ 胞ク″,'〃奮 ,ク 坊

'七

函θ s,拷力,

Bucarest, 1971,pp. 59-60, 67,73; S. Columbeanu, 働α〃磁es 9モ p′ο,れ夕′わヵ∫あ脇,ヵ力79d θη 乃 ,acみセ
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,″ � mes,彦θヵ,Bucarest,1974,pp.23-24,27‐ 29,38‐ 39.世俗所領の平原地帯集中傾向はと

りわけモルダヴイアで顕者となっており,18世紀を通 じて山岳地帯におけるボイエール所領はわ

ずか14にすぎなかった。

(34)Mihai‐Vodeat笏道院領の場合,1739年の穀物収量195キ ラからまず自家消費分 として30キ ラの

トウモロコシが控除された後,40キ ラの小麦がオスマン政府向けに規定価格で売却され,残る85

キラの小麦・40キ ラのキビが自由市場向けに売却されている。なお世俗領主は通例所領記録を作

成しなかったために,一部の修道院領のそれから所領経営一般を類推せざるを得ない状況にある。

S. Columbeanu, 9P. θ,′。, pp. 57, 63.

(35)S,Sttfanescu,‖ L子6volution de rassewissemcnt des paysans de Valachio jusqutaux“ fonnes dc

Constantin MavrocordatW,R9ソ″?′ο″脇と,滋¢′物ねザο″9,Vol.8,1969,pp.495-497;V.Mihordea,qp.

θ,チ.,pp.63‐ 6t idem,出 Les obligation des《 vecini》 envcrs leurs m菰 拒 s entrc 1650 et 1749‖ ,

Ar。クッ轟鶴 ι″/t7Sプ物崩)″,Vol.3,Bucarest,1965,S.Columbeanu,9P.ε力。,pp.79‐ 87.な お18世

紀初頭モルダヴイア農民の状況に関しては,D.Cantemir,"Moldavia in hc Early 18h CcnmryW,

D.Wariner(cd.),ψ .θ″.,pp.121-129.ま たワラキアの経済価値に関する同時代人の証言とし

ては,A.M.dcl Chiaro,山Fe�le Wallachi∬
1,D.Wariner(ed.),ヮ θ力.,pp.137-138,

(36)V.Mihordea,り ,c,√.,pp.27… 28,57-5乳 S,Columbcanu,ψ・θ
'′

・,pp.149-150,J.R.Lampy
M,R.Jackson,ψ・θ″・,pp.84-85.な お家畜に関しては,モルダヴイアでは専 ら東欧向け牛馬

生産が,ワ ラキアではオスマン向け羊生産が,それぞれ高い比重を示 している。

(37)M.M.Alexandrescu― Dcrsca,"Sur le regime des ressomssants Ottomans en Moldavie(1711‐

1829)W,心ι″デ,,ι′αθtt O万 9″″′力,Vol.5-6,1967,pp.155‐ 157.

(38)F.Constantin� ,WQuClqucs aspects de la politiquc agrairc des phallarioteぎ ,父θックι ′οク糊α力9

′物ね′οルセ, Vol. 4, 1965, pp. 672‐  675, V. Mihordea, qtt c力 ,, pp. 64- 65, S, Columbeanu, Q?. c,√ ・,

pp.87-88,ボ イエールは賦役総量を換領 トランシルヴァニア並みの辺3日 まで拡大するよう要求

している。この試みは挫折するが,それでも年間6-12日 程度とされる旧来の慣行に対比すれば

大幅な増強と言える。

(39)V.Mihordea,9P.ο ,チ`,pp.22‐ 23,28‐ 29,S.Colulnbcanu,ψ .訪。,pp.60中 61;J.R.Lampy M.

R. Jackson, οp. c力 ,, pp. 82‐ 83.

(40)F.Constantiniu/S.Papacostea,op.ch.pp.107-108;F.Consttntiniu,WQuclquCS aspectsW,pp

675‐ 676.

(41)F,Constantiniu/S,Papacostca,op.cit.pp… 105‐ 106;F,Constantiniu,WConstantin Mavrocordato

et rab。 11■。n du sewage en Valachic ct cn Moldaviゴ ,d〃里p餌
'ク

脇∫L均少ο?ク♂フカ伽,万0た,pp.377‐

380。

(42)F,Constantiniu/S,Papacostca,op.cit,pp.108‐ 111;F,Constantiniu,"Constanth MavrocordatoW,

pp.380‐ 381;Do Wa� ner(ed,),Qみ θ力.,WDecree of the General Asscmbly for hc Liberation of

all Peasants 5 August 1746",pp.13卜 132.マ ヴロコルダー トの農民解放に関説 したものとして

は, V.Gcorgescu,7カ9 Rο脇,″力溶,pp.85‐ 86;R.R.Florescu,WThc Fananot ReginieW,pp.309‐

310;D.ChiЮt,肋 c力′C力翻γ,pp,76‐ 77.ま た全国議会の動きについては,P,P.Panaitescu,op.

cit., p. 135,

(43)実際,フ アナリオ ト君主の農民保護政策と平行 してオスマン政府自身も貢納義務の維持,及
び首都向け穀物生産の促進の観点からルーマニア農民の保護を志向した。まず1756年 勅令ではルー

マニアにおける土地所有の禁止規定に違反したオスマン臣民の国外追放を確認 している。また17

59年勅令では,ル ーマニア両国に入国するオスマン商人は事前に勅命書・通行許可証の発行を受

けること,かつ公国君主に対 して商業活動の性格 ,滞在期間・滞在場所を申告すること,が規定

され,かつ商品取引に伴い国内を自由に巡回すること,商品を安価に購入すること,農村に居住

すること,自 ら土地・家屋を所有すること,現地農民の奉仕を要求すること,以上の行為は禁止
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された。 v.ccOrgcscu, 口修 Rο″αη力胤s,p.80,M.M.Alexandrescu‐ Dersca,WSur le regimeW,p.

175,

(44)D.Mitrany,ヮ ι力.,pp.16-17.他 に以下の点がルーマニア農奴解放の限界 として指摘 され

ている。まず自由農民の賦役義務については,そ の年間日数のみが規定されてその労働量が不問

とされた結果,1日 あたりの労働 として実際にはその完遂に2-3日 を要する労働が賦課される事

態も発生 した。またボイエールの農民支配を監視するべき中央派遣の査察官は現実にはボイエー

ルに有利な法令解釈を行ったと言われる。D.Chirot,肋 θ力′働
"γ,pp.78‐ 79.

(45)M.S,Anderson,7物θ近協Gセ /町 2ク奮″ο力 ′777‐ ′92,「 И d″妙 カ カ″/Wα ttο″,′ 尺9虎ガ,οが,New
York,1966,pp.xi‐ �比 Jo C.Hurewi乾 (cd.),ψ θ,サ,,Vol.1,pp.92‐ 101,D.Malgohouth,"Turkish

Diplomacy in he Eighteenth CenturyW,"騰 力″ ン乃′猛 Vol.7,1917.な お当該条約 については ,

尾高晋己「キュチュク=カ イナルジャ条約について」『愛知学院大学文学部紀要』第30号 ,2001

年,同「キユチユク=カ イナルジャ条約(1774)の第13条 についての一考察」『史学研究』第232

号,2001年。

(46)M,S.Anderson,qp c力 .,pp.7‐ 8.

(47)M.S.Andcrson,ψ ,C'r,,pp.5‐ 6;P.Cemovodeanu,WThe Taking Away of Buco�na(1775)

and he Assassination of Gttgorc IⅡ  Ghica of Moldavia as Highlighed in English Diplomatic

Reports of the TineW,沢 θ↓夕θ′ο″″,力θ′物ねヵテ′9,Vol.33,1994.

(48)M.S.Anderson,ψ cir,,pp.8-9;idem,"Thc Great Powers and he Russian Amiexation of the

C�mca, 1783‐ 4‖ , f拷9駐aッοηた ,ηガ邑ぬ r Ftv′攣 9,η R9ツ

'9ψ

,Vol. 37, 1958; I. de Madariaga, "The

Sccrct Austro‐ Russian Treaty of 1781‖ ,即″θ57,ッο″,θ ,〃′Fps′ ど″r9P♂α力R9ツテ?ッ,Vol,38,1959.

(49)M.S,Anderson,ψ `じ力・,pp.9-1乳 idem,‖ Great B� tain and he Russian Fleet,1769-70‖ ,勁¢

y,ッ。ガθα〃ダ E郎′どクroP9ryη  Rθツセψ,Vol.31, 1952,pp. 148‐  150,idem,‖ Great Btttain and he

Russoぃ Turkish War of 1768‐ 74",E■g'is力 rriJヵ ′た,′ 父9ッ,9ψ,Vol.69,1954,pp.39-40。

(50)さ しあた り,三木亘「オスマ ン帝国のアラブ支配 とその解体」『岩波講座 :世界歴史』第21巻

1971年 ,209-216頁 ,前嶋編,前掲書,441-443買,佐藤編,前掲書,348-350頁。

(51)R.Wo Seton― Wttson,9P,c力。,pp.148‐ 149.

(52)R.Wo Scton‐ Wttson,T,θ 力。,pp.150‐ 151.

(53)M.M.Alexttdtescu― Deぉca,WSur le regimeW,p.16盈 V.Gcorgcscu,勁 9 Rοη
",朗

d,p.80。

オスマン臣民のルーマニア領内入国には, トルコ政府の発行する勅命書・国境警備隊司令の発行

する通行許可証l�ssez―passer(teskcre)の 携帯 と公国君主の承認が条件 とされた。またギリシア

商人はルーマニアにおける商業活動を承認されたものの,そ の資格は命書の保有者 (rrmanli),

通行許可証の保有者 (teskererii),デ フテルの保有者 (denedil),及 びコンスタンチノープルヘの

食糧供給を義務付けられた商人 (kapanlil)に 限定され,かつ特権商人は指定の宿場以外への滞

在を制限されるとともに,主要市場には不法入国者を拘束するべき密偵Turk_Guardが配置され ,

ルーマニア臣民へのあらゆる損害を禁止された。

(54)R.Wi Seton― Watson,υ.θ力・,pュ 151‐ 15盈 C.&B.Jelavich,ψ .θ″.,p.85,D.Dvoichenko―

Markov,WRussia and he Fitst Accredt Dliplomat in tte Danubian Principaliies,1779‐ 1808",S7pた

,η′E岱卜どク/oP?αヵS胸″″テθ∫,Vol, 8, 1963; B. G. Spittdonakis, 
‖
L!ёtabisscment dfun consulat russe

dans lcs PrincipautOs dannubieanes, 1780‐  1782", 】α
=臆

ヵ dザク
"9s, Vol. 4, 1963.(55)R,W,Seton― Wttson,9み θ力・,pp.153‐ 154;C,&B.Jelavich,ψ .c力.,p.86.

(56)M,M.Alcxandrescu‐ Dcrsca,WSur le regimeW,pp.162‐ 163,

(57)旧来のルーマニア法制は基本的にローマ・ビザンツ法に立脚 してお り, ワラキアでは既に露

土戦争前夜よりS,ラ コヴイタ,ス カルラト・ギーカScarlat Chica(在位 :1765-67年)の もと

新たな法典編纂が進められていたが,依然として必ずしもルーマニア国内の実状を反映するもの

ではなかった。 ルーマニア法制の問題は本稿の課題 を超えるが, さしあた り,P,J.Zapos,
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WByzantine Law in he Da=mbian Princゃ
alitieざ ',B,′たα〃 翫 加奮,Vol,7,1966;V.A.Ceorgescu,

Whitiat� e et Ochec:Dcux strucmres phぞ mariotcs en matiSre de droit(1711-1821):Lcur insertion

dans lc contcxtc des おaht6s roumaines‖, Association intemationale dfOtudes du sud‐  est curopecn,

B″F79r力,Vol.10,1972;idem,‖ ROalitё s Юunaines et initiat� cs jurisdiques phanariotes:A propos dc

rёchcc dc rOeuvre codiflcattice de Michcl Fotino(PhoteinOpoulos)‖ , s″″T夕側 ,クη∫ L物,ο ?クθ

P力 ry″αrわれ9: C Cront, ‖Le droit Romano‐ Byzantin dans ics pays roumains a repOquc phanariotc‖ ,
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